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＜市長の言葉＞

＜第２期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって＞

横浜市では、子供から高齢者まで、だれもが安心して暮らせるよう、様々な施策に取り組んでいます。

　しかし、これから少子高齢化がますます進展すると、公的サービスや民間サービスだけで、支援が必要な人すべての生活を支えていくことは困難になることが予想されます。このことからも、それぞれの地域で、子供を守る、高齢者・障害者を支えるといった、地域の持つ力を生かした取組が必要になってきます。

地域は、そこに暮らす一人ひとりの生活者にとって、最も身近で、その人らしく

豊かで充実した生活を送るための基盤です。病気や障害がある人もない人も、子供から高齢者まで、お互いに支え合い、温かく声を掛け合い、あるいは見守り、お互いの顔の見える暮らしやすい地域をつくることが、安心して生活できる社会の実現へとつながっていきます。

横浜市では、「誰もがいつまでも安心して暮らせる都市よこはま」を目指して、平成16年５月に「横浜市地域福祉計画（全市計画）」を策定しました。また、これに続き、すべての区において区ごとの計画を策定し、市民の皆様と共に地域の福祉保健推進の取組を進めています。

これまでの各区での取組を踏まえ、計画を更に推進していくため、このたび、平成21年度から25年度までを計画期間とする「第２期横浜市地域福祉保健計画」を策定しました。第２期計画では、地域での支え合いの仕組みづくりのために、より多くの市民の皆様に関心を持っていただき、身近に感じられる計画にしたいと考え、そのための様々な取組を掲げています。是非一人でも多くの方にお読みいただき、市民と行政が協働で進める地域づくりに参加していただければと思います。皆様一人ひとりの参加が、やがて豊かで安心して暮らせる都市横浜をつくる大きな力になっていくものと期待しています。

計画の策定にあたり、熱心に御議論いただきました第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会の皆様をはじめ、多くの貴重な御意見をお寄せいただきました市民の皆様に、深く感謝申し上げます。

横浜市長　中田　宏

＜策定委員長の言葉＞

＜第２期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって＞

第２期横浜市地域福祉保健計画（以下、「第２期計画」と呼びます）ができあがりました。ここに至るまでには、約１年半に渡る多くの方々の熱心な議論の積み重ねがありました。

第２期計画は、基本的には、2004年５月に策定された第1期横浜市地域福祉計画（以下、「第１期計画」と呼びます）を引き継ぎながら、５年前には顕在化していなかった、様々な新しい地域福祉課題への対応を盛り込み、さらに充実した内容になったと思います。

と同時に、第１期計画では漠然としか考えられていなかった地区－区－市という、大都市横浜で暮らす人々の生活の重層性に着目し、それぞれのレベルを意識した計画になっています。つまり、すべての区やいくつかの地区ではすでに、それぞれの特性に応じた計画が立てられ、推進されているわけですが、それらの計画を全市的な立場から支援するという意図を明確に打ち出したということです。

また、地域福祉を推進する公共的な民間組織である市社会福祉協議会（以下、「社協」と呼びます）や区社協が策定している地域福祉活動計画と連携をとって進めていくことも明文化しました。さらに、地域福祉推進にかかわる様々な個人や団体・組織（例えば、自治会町内会、連合町内会、民生委員・児童委員、福祉施設、地域ケアプラザ、学校、商店会など）が互いに連携しながら地域福祉を進めていくことについても、新しい提案を盛り込んでいます。

しかし、当たり前のことですが、計画は策定することが重要なのではなく、実行に移され初めて意味を持ちます。そのため、計画の推進には策定以上の注力が求められます。また、地域福祉は特別のものではありませんし、行政だけで行えるものでもありません。もちろん、公的・制度的に対応しなければならない課題については行政が責任を持つことは当然ですが、暮らしやすい地域づくりはそれだけでは十分ではないからです。ですから、計画策定にかかわった人はもとより、さらに多くの人々の参加と協力が不可欠となります。

誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心・安全に暮らし続けられる横浜をつくるために、多くの人々が、自分の場で、できる範囲で、積極的・主体的に参加されることを期待しています。

第２期横浜市地域福祉保健計画策定・推進委員会

委員長　森本　佳樹
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第１章　第２期横浜市地域福祉保健計画の策定にあたって
１　地域福祉を取り巻く状況の変化　　

地域社会の「つながり」をつくり出すための計画として、区地域福祉保健計画（以下「区計画」という。）に先行して、平成16年5月に第１期横浜市地域福祉計画を策定しました。その後、地域福祉を取り巻く社会状況には、次のような様々な変化がありました。

○平成17年度から18年度にかけ、全区で区計画が策定され、地域住民と行政等による主体的な取組が進行中です。

○平成18年度には、介護保険法の改正により予防重視型のシステムへ転換が図られました。身近な地域で総合的な相談支援を行う地域包括支援センターの機能を地域ケアプラザ等で担うとともに、地域密着型サービスが創設されました。また、障害者自立支援法の施行により、身体障害・精神障害といった障害の種別にかかわらずサービス利用の一元化が図られました。医療制度改革では、医療費の適正化に向けた療養病床の再編や在宅医療推進の方向が示されました。

○平成20年3月には、厚生労働省の「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」が報告書をまとめ、福祉施策における地域福祉の位置づけを明確にするとともに、今後の推進方策の方向を提示しています。

○本市においては、平成18年6月に横浜市基本構想（2025年頃を展望した長期ビジョン）が示され、平成18年12月には基本構想を具体化するための横浜市中期計画（平成18年度～22年度）が策定されました。横浜市の都市づくりの方向性として、市民主体の地域運営（エリアマネジメント）を支援していくことが示されています。

○さらに、平成21年1月には、大都市・横浜にふさわしい新たな地方自治制度について検討してきた横浜市大都市制度検討委員会が、報告書「新たな大都市制度創設の提案」をまとめ、広域自治体から独立した新しい大都市制度の下で、大都市の地域レベルに「市民協働型の地域自治組織」を設置することが提案されました。

第２期市計画の策定にあたっては、以上の社会状況の変化に対応した取組が必要です。
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２　地域福祉の考え方と計画の理念

(1) 地域福祉とは何か　

○横浜市では，「地域福祉」において、誰もが地域において尊厳をもって自分らしい生き方ができるよう、また、地域を安心して次世代が成長できるような場にするために、社会的・経済的に困難な立場にある人々に対する基本的な支援は行政が行うことが原則と考えています。それを踏まえ、「地域福祉」は、地域住民、住民組織、社会福祉法人などの事業者、ボランティアグループ、市民活動団体、社会福祉協議会（以下「社協」という。）、行政等の専門機関などが、地域の生活課題解決のために行っている様々な活動を組み合わせ、協力しあって、日常生活上の不安の解消や課題の解決を図り、住みよい支えあいの地域社会をつくっていくことを具体化することであると考えてきました。

○これまでの福祉は、児童、障害、高齢等という分野別に、それぞれ限られた公的なサービスを提供していました。しかし、地域での生活を支援していくためには、狭い意味での「社会福祉」の枠を超え、地域を災害や犯罪から守る安心・安全の確立、健康づくり、まちづくりなど幅広い観点から福祉をとらえ、人々の暮らしを支え、充実するための取組のすべてが「地域福祉」の活動や実践と考えることが必要です。

○そうした取組は、他人の生き方を尊重し、その生き方が損なわれないように配慮する住民相互の連帯によって支えられることが前提になります。しかし、今日では、家族、地域や職域における人間の接触・交流が希薄化している中で、病気や障害その他の様々な理由で生活に困難を抱えながら、プライバシーの問題や誤解・偏見などにより、周囲に助けを求められずにいる人が実際にはたくさん生活しています。地域の中でいまだに誤解や偏見は存在し、それにより不利益を受けている人がいる現実に目を向けることが必要です。

○人は他者からの配慮なしに一人では生きられないものです。自立して生きるとは、他者とのかかわりをもって、社会に参加して暮らしていくことです。社会との適切なかかわりをもてない人や孤立している人が、社会とのかかわりを取り戻せるように、誰もが人権尊重の考え方にたって、社会の構成員として包みこみ支えあう社会連帯を強化することが、社会の持続可能性を強めることになります。

○また、サービスの充実を進めることも同時に求められます。地域の中で、「何らかの支援が必要な人」や「困りごとを抱えた人」を対象とした、主に福祉やその他関連領域の専門家（社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、ケアマネジャー、保健師、看護師、医師、教師など）によって展開される個別的な援助活動や福祉サービスの提供は、「地域福祉」においても重要な役割をもっています。
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○すべての人にとって、生き生きとして住みやすい地域をつくるために展開される、住民やボランティア、自治会町内会や老人クラブ、ＰＴＡなどの地域組織、当事者団体やテーマ型組織などによる、公的なサービスだけでは充たされない部分を住民同士で充足しあう自主的な助けあい活動やまちづくり活動は、今後の充実が期待されています。

○これらの活動やサービスが十分に行われるように、制度の改正や財源の確保、人材の開発や育成、居住環境や都市環境の整備など、基盤の整備に行政や公的な団体の果たす役割は大きいと考えられます。

○そして何より大切なことは、これらの活動や事業がバラバラに行われるのではなく、相互に関連し総合的に地域の「福祉力」を向上させていくことであり、そのためには、そこに暮らす人の主体的な参加と協働の場の設置、関係者間のネットワーク、活動に必要な情報の適切な流通と共有などが不可欠です。

○横浜市はこのような立場で、地域福祉を推進するために必要なことを地域福祉計画として策定し、その推進を図ってきました。

（図）
地区社協の取組、自治会町内会の取組、民生委員の見守りなど、身近な地域における取組を推進します。

支援が必要な人を見つけられる仕組み、地域でできる対策についての検討、新たな仕組みの構築などを話し合い、課題の解決につなげます。

区役所、区社協、地域ケアプラザ、事業者、ＮＰＯ、ボランティア、専門機関・医療機関、教育機関などが、身近な地域の取組を支援します。
＜4ページ＞
○横浜市は、第２期では健康づくりなど保健分野の取組を重要な柱の一つとして位置づけ、福祉・保健の両分野を一体的に取り組むことから、計画の名称を「横浜市地域福祉保健計画」（以下「市計画」という。）とします。計画に活かしたい地域保健の取組は次のとおりです。

＜地域福祉保健計画に活かしたい保健の取組＞

・福祉も保健も目指すものは、地域で安心して快適な生活を送れるようにすることです。

・健康づくりや保健の活動は、病気がない状態にすることが目的なのではなく、自分らしい生活の仕方ができるための心身の状態をつくり、保っていくことを目指すものです。そのために自分に必要なことを学び、自分でできることは実践し、家族や社会の中で自分が取れる役割を考えたり、治療やサービス・周囲のサポートなど必要な支援を活用できるようにすることが大事です。

・そのために役立てたいのは、「予防」の視点です。「予防」は、単に病気を防ぐというだけでなく、将来にわたる生活課題、例えば子育てや介護、自分や家族の病気や加齢などに伴い予測される変化に対応した準備を行い、地域生活を続けていけるようにすることも含みます。

・地域生活に必要な「予防」や「保健」の取組としては、福祉保健センターを始めとする公的機関が各種の予防事業や情報提供を行っています。また、保健活動推進員や食生活等改善推進員などの地域の保健人材が公的機関と連携し、区域や地域で健康学習や健康づくり活動を実施しています。

・誰でも関心があり共通して取り組める「健康づくり」と「予防」をテーマに、住民の主体性を活かした健康づくり活動を地域ぐるみで展開し、多くの人の参加を得て活性化することが地域力の向上につながると考えられますので、これらの取組を計画に盛り込み推進を図ります。

(2) 地域福祉保健計画の理念

ア　住民主体と協働による地域福祉推進

○私たち横浜の地域社会には、多様な人材と活発な市民の力が豊富に満ちています。これまでもこの市民力を活かして、「協働」をキーワードに、市民と市民が、あるいは市民と行政がともに地域の課題解決に取り組んできました。今後も様々な担い手が連携し、住民主体の地域運営が行われるよう、協働して取組を進めていきます。

①住民は地域の生活課題を解決する主役です。
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②協働とは、公共的なサービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な課題を解決するために相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創りだしたり、取り組むことを言います。

③協働の主体は、主として公益的・社会貢献的活動を行う団体・グループ（自治会町内会、ボランティアグループ、市民活動団体・NPO、公益法人、企業、社協など）と横浜市（公的機関）がパートナーとなって取り組むことが想定されます。団体・グループ相互の協働により公共性のある自由な活動を実現することが期待されます。

④協働の基盤となる市民の自治意識の確立と、行政の意識改革による自治と参画のシステムの再構築を目指します。

イ　ノーマライゼーション

○障害の有無などに関わらず、すべての人が平等に権利と義務を能力に応じて補いあい、助けあって生きていく地域社会をつくっていきます。

①その人らしい生き方を尊重し、あらゆる人があらゆる局面において、決して虐待等の権利侵害を受けることがないようにします。

②地域で困難な状況に陥っている人たちの存在をしっかりと認識し、同じ社会の構成員として包み支えあっていきます。

③地域に起きている様々な課題を自分のこととして捉え、様々な考え方を認めあい、福祉についての関心と理解を深めることを通じて、福祉を文化として醸成していきます。　

④地域の中では、ある場面で支援を受けている人が、別の場面では支援を行うといった相互関係があることが本来の姿であり、そうしたお互い様の関係づくりが地域の安心感、信頼感を高めていき、真の意味での対等な関係を生みだします。

【基本理念】

横浜市がこの計画で目指す目標像を、基本理念として次のように設定します。

誰もがいつまでも安心して暮らせる都市よこはまをつくろう！
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３　第１期市計画の検証と課題　　

(1) 第１期市計画のねらい

○第１期市計画では、福祉の考え方の発想の転換を訴え、すべての人が関わるみんなの幸せが地域福祉であり、「援助を一方的に与える」のではなく、誰もが担い手にも受け手にもなり、お互いに支えあう社会の実現を目指しました。

○そのような社会を実現するためには、一人ひとりが力を発揮し、市民が主体となって地域福祉を推進することが重要であり、地域の施設や学校・企業においても、「ひらく」（＝柔軟に周囲と連携協力し、人材や情報の交流、協働の取組などを進める）ことで地域との関係性をつくることを提示しました。

○また、支援が必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくることを提案し、様々な基盤の整備を行うこととしました。

○さらに、「プラットフォーム」という多様な個人や団体が柔軟に参加できる話し合いや検討の場をつくり、地域福祉の推進に活かすことや、地域のことは地域住民が決めていく“地域自治組織”を試行することなど、新しい考え方を提案しました。

(2) 取組と成果

○横浜市では、区計画を住民に身近な中心的計画、市計画を基本理念や方向性を提示し区計画を支援する計画と位置づけ、各区がそれぞれの特性を踏まえた計画を策定し、地域福祉の取組を推進しました。

○全18区で区計画を策定し、そのうち11区では、さらにきめ細かく地区別計画を策定しています。区計画を策定した政令指定都市は数市にとどまり、地区別計画まで策定したのは横浜市だけでした。行政が地域に入り、地域住民と協働して地区別計画を策定・推進していることは、全国的に見ても先進的な取組であると評価されています。

○区計画の推進にあたっては、各区で個性ある区づくり推進費等を活用して、区の特性や区民ニーズに応じた事業展開を進めました。
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○また、地区別計画策定後、地域によっては推進の中心となる組織を決め、定期的に話し合いや検討の場を設けたり、区単位・地区単位で活動発表会等を開催するなど、地域と行政が協力して計画推進状況を確認し、共有する取組が数多く見られました。地区別計画の推進組織も、地域の歴史や状況に応じた工夫をしており、地域によってはＰＴＡや民生委員・児童委員が中心となるなどの試みもされています。

○市計画では、地域ケアプラザの整備など地域活動の基盤整備を進めるとともに、地域ケアプラザ職員等を対象とした地域福祉コーディネーターの養成や、研修機関の連携により人材育成に取り組む「よこはま福祉・保健カレッジ」の実施などにより、地域福祉保健人材の育成を進めました。

○また、市民へ地域福祉の取組を広めるため、市域での啓発事業やイベントでの情報提供等に取り組みました。

(3) 課題

このような取組を進める中で、次のような課題が見えてきました。

ア　区や地域による取組の差　

○各区で地域と行政の話し合いを実施していますが、区計画・地区別計画の取組が進んだ地域とあまり進まなかった地域があります。どの区のどの地域でも取組を推進できるような仕組みをつくることが必要です。

イ　支援が必要な人の課題解決にまで至らない　

○支援が必要な当事者の課題を地域住民に意識してもらうことがむずかしく、また当事者の参加が少ない状況もあり、区計画や地区別計画で支援が必要な人の課題まで取り上げられない状況が見られました。

○これは、支援が必要な人の課題を把握する仕組みや、ニーズに対応したサービスを提供する仕組みの浸透が不十分であるためと考えられます。そのため、当事者を支える広域の活動と地区別計画による地域の取組を結びつけることが必要です。

ウ　幅広い市民の参加が得られていない

○地域での取組は着実に増えていますが、活動の担い手が不足し、取組に関わる人がいつも同じ顔ぶれになるなどの課題があります。多くの人が自由に参加できる仕掛けや仕組みが必要です。
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４　市の現状と課題

横浜市の地域福祉保健の状況について、統計データや市民意識調査などを参考に整理しました。

(1) 少子高齢社会と横浜市民の暮らしの状況・課題

ア　少子高齢社会の進展

○若い世代が多い横浜市でも、少子高齢化は確実に進みます。人口がピークになる平成3２年には市民の4人に1人が65歳以上の高齢者(25.6％)となり、15歳未満は約１割(10.7%)に減少する見込みです。これ以降、人口は減少に転じ、高齢化はさらに進むと予測されます。

○経済成長に伴い、急激に人口が増加した横浜では、高齢化の進み具合も地域によって差があります。例えば同じ区内でも、宅地開発に伴い多くの人が同時に転入した地域では、高齢化が非常に進んでいる例がみられます。

（グラフ）

横浜市将来人口推計（平成17年基準）による、年齢３区分人口
平成12年は、65歳以上人口が47万9千人でしたが、平成37年には100万人に増加すると推計されています。

一方、0から14歳人口については、平成12年は47万6千人でしたが、平成37年には35万7千人に減少すると推計されています。

（グラフ）

横浜市将来人口推計（平成17年基準）による、年齢３区分割合

平成12年は、65歳以上人口が13.9％でしたが、平成37年には26.8%に増加すると推計されています。

一方、0から14歳人口については、平成12年は14.0%でしたが、平成37年には9.6%に減少すると推計されています。

イ　世帯構成の変化

○非婚・離婚の増加や、仕事・学業などの都合で家族と離れて暮らす人が増え、一人暮らし(単独世帯)が増加します。

○また、夫婦のみの世帯も増加し、1～2人の世帯では、急な病気や災害時の対応などに家族以外の手を借りる必要が予想されます。

○このように、少子高齢社会の進展や世帯構成の変化に伴い、介護や子育てを始め、地域で家族以外の人の支援が必要な人が増えています。限りある財源や人材、資源を活かし、市民の誰もが安心して生活できるような社会の仕組みをつくる必要があります。

（グラフ）

横浜市将来人口推計（平成17年基準）による、家族類型別世帯数

平成12年は、単独世帯が39万9千世帯でしたが、平成37年には514世帯に増加すると推計されています。

また、夫婦のみ世帯についても、平成12年は26万3千世帯でしたが、平成37年には37万8千世帯に増加すると推計されています。
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ウ　深刻な社会経済状況下における生活困難者の増加

○都市部では、職がない若者や生活保護を必要とする家庭の増加、ホームレスやワーキングプアの問題など、個人の責任だけでは解決できない生活困難者の課題が多く見られます。

○特に、最近の社会経済状況の変化により、身近な地域でも職を失う人が出てくるなど、生活困難の課題が地域に無縁ではなくなってきています。

○個人の努力だけでは解決できない課題を地域社会で考えていくこと、身近な範囲で取り組めることを考えることがこれからの社会には不可欠です。

（グラフ）
国勢調査による横浜市における若年無業者の経年推移
若年無業者とは、15歳以上35歳未満の求職活動をしていない、または就職する意思のない無業者（家事従事者や学生は除く）をいう。
昭和60年は4,242人（0.5%）、平成2年5,732人（0.6%）、平成7年7,178人（0.7%）と微増傾向にありましたが、平成12年には21,687人（2.1%）に急増しています。

（グラフ）

国勢調査によるコーホート別完全失業者数

平成17年調査時における年齢を基準にする

平成17年に30～34歳の世代は、就職氷河期時代といわれた平成7年に20代前半であり、14,000人を超える人が失業していたが、平成17年には13,000人程度まで減少している。

一方、平成17年における20代前半の失業者は14,000人を越えており、平成7年の就職氷河期に近い数となっている。
また、団塊の世代の失業者数も、平成2年には3,000人強であったが、増加傾向にあり、平成17年には9,000人程度になっている。

エ　地域の人間関係

○横浜市民は大都市の希薄な人間関係・近隣関係をそれほど否定的には考えず、程よい距離感を望む市民像がみられます。

○一方で、地域での交流やつきあいを必要と思う市民が多いという調査結果も出ています。

（グラフ）
横浜市民生活白書2006年より。396人へのアンケート調査結果。地域での交流やおつきあいを必要と思いますかという質問。

思うが77％、わからないが17％、思わないが5％であった。
（グラフ）

横浜市市民意識調査より。あなたは隣近所との付き合いをどのように感じていますかという質問。

平成19年の3,698人を対象とした調査では、お互いに干渉しあわず、サバサバして暮らしやすいが65%、人間関係が薄く、皆がバラバラの感じで寂しいが16.2％、親密な人間関係があって暮らしやすいが17.0％となっている。
平成6年は平成19年と同様の傾向だった。

平成12年は、お互いに干渉しあわず、サバサバして暮らしやすいが60.6％と少なめで、人間関係が薄く、皆がバラバラの感じで寂しいが8.5％と少なめ、親密な人間関係があって暮らしやすいが23.9%と多めであった。
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(2) 横浜市民の地域活動や市民活動の状況と課題

ア　自治会町内会の活動

○横浜市では、歴史的に自治会町内会を中心とした地域活動が盛んであり、他都市と比べて自治会町内会加入率が高い傾向にあります。様々なイベントの実施や行政活動とのパイプ役、種々の地域人材である委嘱委員の推薦など、地域活動と自治会町内会は深く関わっています。

○地域によっては、役員の高齢化や担い手の不足などの課題があります。

（表）
横浜の自治会町内会の状況（平成20年4月1日現在）

自治会町内会数
2,868団体

加入世帯数
1,209,670世帯

本市総世帯数
1,542,127世帯

加入率
78.4％
（表）

他都市の自治会町内会加入率（平成20年度公表数値）

札幌72.6％
仙台88.6％
さいたま70.9％
　千葉73.6％

川崎68.3％
大阪70.5％
広島68.0％
北九州77.0％

（表）

自治会町内会の活動例

運営　総会、役員会、回覧板、町内会だより、広報配布、掲示板

安全安心・防災　防犯パトロール、防犯灯維持管理、災害訓練

福祉・共済　募金、敬老お祝い、給食・配食サービス

高齢者の親睦会　いきいき体操、将棋クラブ、踊りの会、懇談会、健康教室

生涯学習活動・趣味　教室（介護・パソコン・カラオケ等）、外国語講座、図書貸出し

レクレーション　バス旅行、スポーツフェスティバル、盆踊り、お花見

こども会　じゃがいも掘り、ラジオ体操、焼き芋大会、スポーツ大会

環境美化　Ｇ３０、公園清掃、生ごみリサイクル、放置自転車対策

イ　団塊の世代の退職と地域

○横浜でも多くの団塊の世代が退職などを機に、徐々に生活の基盤を会社等から地域に移してきています。しかし、働いている間は地域社会とのつながりも薄く、退職後に地域の活動に参加しようと思っても接点のない人も多いため、地域の取組に参画しにくい状況があります。

○若い時から培った技術、趣味、ライフワークとしての取組等を活かせるような、団塊の世代に合った地域活動への参加のきっかけや仕組みが必要です。

ウ　多様な市民活動と地域

（表）

平成15年度末

ボランティア登録数（社協登録数：人)
29,456

ＮＰＯ法人数　（市内認証団体数：団体）500

よこはまふれあい助成金（助成件数：件）962

平成19年度末

ボランティア登録数　（社協登録数：人)
　34,833

ＮＰＯ法人数　（市内認証団体数：団体） 1,106

よこはまふれあい助成金（助成件数：件）　1,215

○第１期市計画が策定された当時と現在とを比較すると、地域で活動するボランティアやＮＰＯ法人の数、社協のよこはまふれあい助成金助成件数なども増加しており、市民の活動が広がっていることがわかります。多くのボランティアやＮＰＯ法人等が、地域の中で多様な活動を展開しています。

○一方、自治会町内会等の地域活動と、区・市・県域など様々なエリアで活動する特定のテーマをもった活動団体が連携する取組は、まだ十分行われていません。
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○また、学生や若い世代の中には、広域における社会貢献活動に興味を示す人が増えています。

例：商品購入代金の一部が発展途上国の井戸建設費用に寄付される活動

○若い世代の中には、居住地から離れたエリアの活動にあえて参加する人もおり、地元の地域活動には結びつきにくい傾向が見られます。

エ　地域の活動を推進する拠点の整備状況

地域の様々な活動を推進する拠点の整備が進んでいることがわかります。

（表）

平成15年度末
　　　　　　　　　　　　　　　

地域ケアプラザ
　　　　97箇所
　　　　　　　　　　　

障害者地域活動ホーム
29箇所
 　　　　　　

地域子育て支援拠点
0箇所
　　　　　　　

福祉保健活動拠点
14箇所
　　　　　　　

平成19年度末

地域ケアプラザ
　　　　109箇所

障害者地域活動ホーム
38箇所

地域子育て支援拠点
9箇所

福祉保健活動拠点
18箇所

オ　横浜市の平均的な地域の状況（1地区連合町内会及び１地域ケアプラザエリアで見た場合）

（表）

○横浜市域

人口（単位：人）　3,631,236 


親子の居場所（単位：か所）　116 

保育所(認可）（単位：か所）　402 


地域ケアプラザ（地域包括支援センター）（単位：か所）
121 


特別養護老人ホーム（単位：か所）　101 


ケアマネジャー（単位：人）　2,638 


ヘルパー（単位：人）　16,743 


医療機関（単位：か所）　4,961 


小学校（単位：校）
346 


中学校（単位：校）
145 

児童相談所児童虐待対応件数（単位：件）
2,106 


15歳未満人口（単位：人）　488,344 


自立支援給付支給決定者数（単位：人）　12,350 


各種障害者手帳所持者（単位：人）　122,065 

要介護認定者（単位：人）　104,536 


高齢者（65歳以上）人口（単位：人）　668,484 


一人暮らし高齢者

（65歳以上単独世帯）（単位：人）
　97,621 


高齢夫婦（夫65歳以上、妻60歳以上）（単位：世帯）　124,331 


自治会町内会（単位：団体）
2,868 


老人クラブ会員（単位：人）
123,281 

民生委員・児童委員（単位：人）
4,242 


ボランティア登録数（単位：人）
34,833 


○１地区連合町内会のエリア

人口（単位：人）　14,583 


親子の居場所（単位：か所）　0.5 


保育所(認可）（単位：か所）　1.6 


地域ケアプラザ（地域包括支援センター）（単位：か所）　0.5 


特別養護老人ホーム（単位：か所）　0.4 


ケアマネジャー（単位：人）　10.6 


ヘルパー（単位：人）
67.2 


医療機関（単位：か所）
19.9 


小学校（単位：校）
1.4 


中学校（単位：校）
0.6 


児童相談所児童虐待対応件数（単位：件）
8.5 


15歳未満人口（単位：人）　1,961 


自立支援給付支給決定者数（単位：人）　50 

各種障害者手帳所持者（単位：人）　490 


要介護認定者（単位：人）　420 


高齢者（65歳以上）人口（単位：人）　2,685 


一人暮らし高齢者

（65歳以上単独世帯）（単位：人）
　392 

高齢夫婦（夫65歳以上、妻60歳以上）（単位：世帯）　499 


自治会町内会（単位：団体）　11.5 


老人クラブ会員（単位：人）　495 

民生委員・児童委員（単位：人）
17 


ボランティア登録数（単位：人）
140 

○１地域ケアプラザのエリア

人口（単位：人）　25,043 


親子の居場所（単位：か所）　0.8 

保育所(認可）（単位：か所）　2.8 

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）（単位：か所）　0.8 


特別養護老人ホーム（単位：か所）　0.7 


ケアマネジャー（単位：人）　18.2 


ヘルパー（単位：人）
115.5 


医療機関（単位：か所）
34.2 


小学校（単位：校）
2.4 

中学校（単位：校）
1.0 

児童相談所児童虐待対応件数（単位：件）
14.5 

15歳未満人口（単位：人）　3,368 


自立支援給付支給決定者数（単位：人）　85 

各種障害者手帳所持者（単位：人）　842 


要介護認定者（単位：人）　721 


高齢者（65歳以上）人口（単位：人）　4,610 


一人暮らし高齢者

（65歳以上単独世帯）（単位：人）
　673 


高齢夫婦（夫65歳以上、妻60歳以上）（単位：世帯）　857 


自治会町内会（単位：団体）
19.8 


老人クラブ会員（単位：人）
850 


民生委員・児童委員（単位：人）
29 


ボランティア登録数（単位：人）
240 

○数値の基準日

人口　　H20.1.1

親子の居場所　H20.9.30

保育所(認可）　H20.4.1

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）　H21.3.31

特別養護老人ホーム　H20.4.1

ケアマネジャー　H20.4.1

ヘルパー　H20.4.1

医療機関　H20.3.31

小学校　H20.4.1

中学校　H20.4.1

児童相談所児童虐待対応件数　H20.3.31

15歳未満人口　H20.1.1

自立支援給付支給決定者数　H20.7.1

各種障害者手帳所持者　H20.3.31

要介護認定者　H20.3.31

高齢者（65歳以上）H20.1.1

一人暮らし高齢者

（65歳以上単独世帯）（単位：人）
　H17.10.1

高齢夫婦（夫65歳以上、妻60歳以上）　H17.10.1

自治会町内会　H20.4.1

老人クラブ会員　H20.4.1

民生委員・児童委員　H20.4.1

ボランティア登録数　H20.3.31
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＜横浜市の平均的な地域の状況＞

あなたの地域に当てはめてみましょう。

（図）

１地区連合町内会のエリアで見た場合

○地域の施設・専門機関・人材など

親子の居場所　0.5か所

保育所（認可）1.6か所

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）0.5か所

特別擁護老人ホーム　0.4か所

ケアマネジャー　10.6人

ヘルパー　67.2人

医療機関　19.9か所

小学校　1.4校

中学校　0.6校

○地区連合町内会エリアの人口　14,583人

児童相談所児童虐待対応件数　8.5件　15才未満　1,961人

障害者のうち自立支援給付支給決定者数　50人　障害者　490人（各種障害者手帳所持者）

要介護認定者　420人　高齢者　2,686人　一人暮らし高齢者　392人　高齢夫婦　499世帯

ほかにも様々な課題を抱えた人が地域で生活していることを考えてみてください。

○住民組織・地域の人材の状況

自治会町内会　11.5団体

老人クラブ会員　495人

民生委員・児童委員　17人

ボランティア登録数　140人

市全体の数値を地区連合町内会数の242（H20.4.1現在）で割り返したものになります。

１地域ケアプラザのエリアで見た場合

○地域の施設・専門機関・人材など

親子の居場所　0.8か所

保育所（認可）2.8か所

地域ケアプラザ（地域包括支援センター）0.8か所

特別養護老人ホーム　0.7か所

ケアマネジャー　18.2人

ヘルパー　115.5人

医療機関　34.2か所

小学校　2.4校

中学校　1.0校

○地域ケアプラザエリアの人口　25,043人

児童相談所児童虐待対応件数　14.5件　15才未満　3,368人

障害者のうち自立支援給付支給決定者数　85人　障害者　842人（各種障害者手帳所持者）

要介護認定者　721人　高齢者　4,610人　一人暮らし高齢者　673人　高齢夫婦　857世帯

○住民組織・地域の人材の状況

自治会町内会　19.8団体

老人クラブ会員　850人

民生委員・児童委員　29人

ボランティア登録数　240人

市全体の数値を地域ケアプラザ整備予定数の145（中学校区程度に１か所整備予定）で割り返したもので、平均的な地域の状況として算出したものです。
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５　計画の位置づけ　　

(1) 計画の根拠

○地域福祉保健計画は、社会福祉法第107条の規定による法定計画（市町村地域福祉計画）であり、住民、事業者、行政が協働して策定・推進する計画です。

＜第107条で計画に盛りこむべきと規定されている事項＞

１　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

２　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

３　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

(2) 本計画の位置づけ

ア　市の基本構想・中期計画との関係

(ｱ) 横浜市基本構想（2025年頃を展望した都市の姿）との関係

○横浜市では、市民生活を取り巻く環境が大きく変化する中で、市民が希望を

もって生活できるよう、今後の概ね20年を展望した市政の根本となる指針として、平成18年度に「横浜市基本構想」（長期ビジョン）を策定しました。

○横浜市基本構想では、「これからの20年で横浜が目指す都市の姿＝市民力と 

創造力により新しい『横浜らしさ』を生み出す都市」を都市像として掲げました。市民と行政が互いに特性を活かし、地域課題や社会的な課題に協働して取り組み、多様なニーズへきめ細かく対応することで、市民生活の質の向上を目指すとしています。

○地域福祉保健計画は、横浜市基本構想を上位計画とし、基本構想で掲げる都 

市像の一つである「いつまでも安心して暮らせる安全安心都市」を実現するための計画という性格をもちます。

(ｲ) 横浜市中期計画との関係

○横浜市では、横浜市基本構想で示した都市像を実 

現するため、平成18年度に横浜市中期計画（平成18年度～22年度)を策定しました。

○中期計画では、市民主体の地域運営を進めるため、

リーディングプロジェクトとして「地域元気プロジェクト（少子高齢化社会における市民主体の地域運営の実現に向けて）」を掲げており、地域福祉保健計画の取組は、こうした市の施策を具現化するツールの一つとして位置づけることができます。
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イ　個別の分野別計画との関係　

○横浜市には、各法を根拠とする福祉保健の分野別計画として、高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画（老人福祉法、介護保険法）、障害者プラン（障害者基本法、障害者自立支援法）、かがやけ横浜こども青少年プラン（次世代育成支援対策推進法）、健康横浜２１（健康増進法）があります。

○地域福祉保健計画は、地域の視点から高齢者、障害者、子ども、保健等の分野別計画に共通する理念、方針、地域の取組の推進方向などを明示します。

○また、市民、事業者、行政が協働する基本的な事項を横断的に定めることで、地域における展開を総括する役割を果たします。

○さらに、分野別計画で提示されている対象者の地域生活を支えるための事業や支援について、地域福祉保健計画でも取り組んでいきます。

（表）

地域福祉保健計画と福祉保健４プランとの関係は、分野別の福祉保健行政を横断的に展開する仕組みづくり

○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者プラン、かがやけ横浜こども青少年プラン、健康横浜２１の、地域福祉保健計画と重ならない役割

個別法により、対象者のニーズに応じたサービスの整備目標や取組等を設定

○高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、障害者プラン、かがやけ横浜こども青少年プラン、健康横浜２１の、地域福祉保健計画と重なる役割

各プランの対象者の地域生活を支えるための事業や地域活動

例：障害児の通学送迎支援

　　高齢世帯のごみ出し支援

　　子育てサロンの運営

○地域福祉保健計画の役割

４プランを横断的につなぐ基本の仕組みをつくる

· 地区別計画

· 地域ネットワーク

· 住民活動間の横の連携支援

· 行政、専門機関の横の連携

○各分野別計画においても、対象者の地域生活を支えるための事業や地域活動の支援に取り組みます。各分野別計画の地域の取組に関する主な記載内容は次のとおりです。（次ページから）
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（表）

【第４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画】（平成21年度～23年度）

基本目標

高齢者が、健康でいきいきと生活し、介護が必要になっても、その人にあったサービスを利用して自分らしく生活できる街の実現を目指します。

１　健康づくり、介護予防の地域の取組

○要介護にならずに、元気で活動的な生活を続けることができるよう、健康づくりから介護予防まで一貫性のある事業として幅広い高齢者を対象に実施します。

○健康維持や介護予防に継続的に取り組むことができるよう、高齢者や地域での自主的な活動を支援します。

２　社会参加の促進

○地域活動等への参加支援

○高齢者の優待施設の利用促進

３　地域の見守り活動の充実

○地域における市民相互、関連団体等による見守りネットワークの構築を支援します。　　　　　　　　　　　　　　　　　

（表）
【障害者プラン（第２期）】（平成21年度～26年度）

Ⅰ　基本的な考え方

市民一人ひとりがお互いの人権を尊重しあいながら、障害のある人もない人も同じように生活することができるよう、市民・地域・企業・行政など社会全体による取組を進めます。

そこで、障害者が自らの意思により地域で自立した生活を送れる社会づくりを推進するために、横浜市における施策の方向について具体的に示します。

Ⅱ　将来にわたるあんしん施策

１　親亡き後も安心して地域生活がおくれる仕組みの構築

２　障害者の高齢化・重度化への対応

３　地域生活のためのきめ細かな対応

Ⅲ　重点施策

１　普及・啓発のさらなる充実

２　相談支援システムの機能強化

３　地域生活を総合的に支える仕組みの構築

４　医療環境・医療体制の充実

５　障害児支援の体制強化

６　障害者の就労支援の一層の拡充強化

７　発達障害児・者支援の体制整備
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（表）

【かがやけ横浜こども青少年プラン（横浜市次世代育成支援行動計画）】

（平成17年度～26年度）

理念：すべての子育て家庭が、子どもの成長段階に合わせて必要な支援を受けられる「まち」、また、家庭の大切さを認識するとともに子育ての喜びを地域全体で共有できる「まち」、青少年の主体性と創造性を育み、青少年が思う存分その力を発揮できる「まち」よこはまを市民と行政が協働で実現します。

第１の基本目標「子育てを地域全体で支援する地域力を創る」

○子育てに関する情報提供、相談、居場所機能をもつ、地域の子育て支援の総合的な拠点の設置

○市民の自発性を促す地域社会のネットワークの構築

第２の基本目標「家庭・学校・地域に見守られ子どもや青少年が豊かな社会的関係を育む成長空間を創る」

○子どもや青少年の自立を促すさまざまな体験機会の充実

○地域の大人たちが地域の子どもや青少年の成長に関心をもち、見守り、積極的に支援する仕組みの構築

○子どもや青少年の居場所や活動場所の地域での確保

第３の基本目標「子育てに積極的な価値を見いだせる共生社会を創る」

○子育てバリアフリーのまちづくりの推進

○障害のある子どもが安心して過ごせる居場所の確保

※１７の個別目標より一部抜粋

（表）
【健康横浜２１】（平成13年度～22年度）

基本的な考え方

年齢・性別・国籍や病気・障害の有無にかかわらず、一人ひとりの健康になろうと思う心を育て、それぞれの価値観に基づいて健康づくりを行い、自らが健康でありたいと思える市民を増やすことを目指しています。

重点取組テーマ

「生活習慣病予防の推進」

重点分野Ⅰ　食生活の改善

重点分野Ⅱ　身体活動・運動の定着

重点分野Ⅲ　禁煙・分煙の推進

市民の健康づくりを支援する仕組みづくり

１  健康づくりを支援する新たな仕組みづくり

○自主的な健康づくりグループ（ボランティアグループ、市民活動団体等）への支援をします。

○地域住民が主体となった健康づくり教室の開催を支援するとともに、内容の充実に向けて働きかけていきます。

２　健康づくりに関する個人及び関係団体等の役割と健康づくり推進

○地域は、「健康づくりを地域の課題として共有して、一緒に考え一緒に取り組む」ことが必要です。

○行政は、市民や地域の団体・関係機関等に健康づくりへの参加を働きかけ、協働による健康づくりを推進する環境整備を図っていきます。

※　計画第３章より抜粋
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(3) 計画の名称

○第１期市計画の名称は「横浜市地域福祉計画」でしたが、第２期では健康づくりなど保健分野の取組を重要な柱の一つとして位置づけ、福祉・保健の両分野を一体的に取り組むことから、計画名称を「横浜市地域福祉保健計画」とします。

(4) 計画の枠組み

ア　地区別計画・区計画・市計画の関係

○横浜市では、地区別計画、区計画及び市計画を合わせて社会福祉法第107条の規定による市町村地域福祉計画と位置づけます。

○政令指定都市である横浜市の場合、各種サービス提供の基本となる単位は区です。これまでも区役所ごとに、サービス改善や区民ニーズと地域特性に基づく施策の実施を推進してきました。今後、各地域の状況に応じた協働による地域運営の推進に向けて、区計画及び地区別計画を進めていきます。

(ｱ) 地区別計画

○地域の生活課題にきめ細かく対応するため、地区別計画の策定・推進に全区で取り組みます。地区別計画では、地域の身近な生活課題について話し合い、解決策を考えます。歩いて行ける範囲での日常的な支えあい活動や顔の見える関係を活かした見守り活動、お互いを知りあう交流活動などについて検討し、取組を進めます。

(ｲ) 区計画

○区計画では、地域課題を解決するための方策や取組を盛り込みます。また、地区別計画のほか、区域全体に共通する課題や地域の支えあいだけでは解決できない課題に対する区としての取組も盛り込みます。地区別計画と区域の計画を合わせて区計画とします。

○なお、第２期区計画の計画期間は、先行7区を6年（平成22年度～27年度）、後続11区を5年（平成23年度～27年度）とし、最終年度を平成27年度で合わせます。

(ｳ) 市計画

○市計画は、計画の基本となる基本理念や方向性を提示し、区計画の推進を支援するために必要な市の施策や市域で行う取組を盛り込みます。

イ　社協の計画との関係

○社協は、社会福祉法第109条により地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として位置づけられ、住民による地域福祉活動を支援するために、地域福祉活動計画を策定・推進しています。

○行政の計画も社協の計画も、地域で福祉のまちづくりを推進するための計画であり、国が想定した地域福祉推進の計画づくりにおいても、相互に補完し、連携・役割分担するものです。今後は、住民にもわかりやすくまた地域で混乱を生じないよう、計画策定のプロセスを共有し、整合性のとれたものとして一体的に策定していきます。
＜18ページ＞

○このため、市と市社協、区と区社協は、共同事務局として地域の話し合いなどに関わり、計画の策定・推進を支援します。

（図）

＜区計画、市計画、市地域福祉活動計画の計画期間＞

区計画について。７区（鶴見区、神奈川区、西区、南区、青葉区、栄区、泉区）は、第１期計画期間が平成17年度から平成21年度。第２期計画期間が平成22年度から平成27年度。11区（中区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、都筑区、戸塚区、瀬谷区）は、第１期計画期間が平成18年度から平成22年度。第２期計画期間が平成23年度から平成27年度。第３期計画期間は、全区で平成28年度から。

市計画について。第１期計画期間が平成16年度から平成20年度。第２期計画期間が平成21年度から平成25年度。

市社協の活動計画について。第１期計画期間は平成16年度まで。第２期計画期間が平成17年度から平成21年度。第３期計画期間が平成22年度から平成25年度。

市計画と市社協活動計画について、平成26年度から一体的に策定。

(5) 第２期市計画の方向性

ア　地域づくりを推進します。

○地域の身近な生活課題について住民と行政が話し合い、課題を共有し、解決に向けた取組を協働して進めます。このため、全区で地区別計画を策定し、推進します。

イ　必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくります。

○支援が必要な人を把握し、専門機関と連携して、サービス提供につなぐ仕組みを地域と協働してつくります。

ウ　幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げます。

○地域福祉保健の取組を広げるために、子どもや若い世代、団塊の世代、高齢者や障害のある人、学校や企業の関係者など、幅広い市民参加を進めます。

(6) 計画策定・推進における行政の役割と取組

ア　計画的な地域福祉の推進における行政の役割

○当事者を含む地域住民誰もが参画できるよう工夫します。

○地域の福祉ニーズや生活課題を共有できるよう情報提供します。

○地域の自主的な住民の福祉保健活動が継続できる環境条件を整備します。

○制度や公的なサービスと地域福祉活動が連携し、適切に提供されるよう支援します。

○  住民だけでは対応困難な課題について、行政などによる専門的な対応を図ります。
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イ　行政の取組

(ｱ) 地区別計画の策定・推進を支える体制づくり

○地区別計画の策定・推進の取組を全市的に推進していくため、区・区社協・地域ケアプラザが協力し、地域を支援する体制をつくります。

○また、各区の体制づくりや具体的推進を市・市社協が協力して、研修の実施や関係部局との調整・仕組みづくりなどを通して支援します。

(ｲ) 行政内部の横断的な連携体制の確立

○地域の生活課題は相互に関連していることが多いため、福祉保健分野以外の環境、防犯・防災、まちづくりなどの分野と縦割りでない取組を進められるよう、地域別に取り組む関連の事業（身近な地域・元気づくりモデル事業など）と調整を図り、関係する部署と連携して取り組みます。

(ｳ) 区計画と市計画の連携関係の構築

○市と区が互いに連携する関係を構築し、市町村計画としての地域福祉保健計画の一体化を図ります。

○市は各区計画の推進状況を踏まえ、全区共通で取り組むべきことの提案や支援的施策を担うなどの役割を果たします。第2期市計画の5年間の取組では、生活圏域の考え方、地域福祉保健活動における地域との情報共有の仕組み、災害時要援護者避難支援など、考え方や仕組みの整理を行っていきます。

○区は、市計画の方向性を参考に、区の実情を踏まえながら区計画を策定・推進し、区の先進的な取組の情報提供や、課題解決の仕組みの市への提案などを行います。
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(7) 圏域の考え方

ア　地域福祉保健計画推進の圏域の考え方

○横浜市は人口365万人の大都市です。地域ごとに歴史、文化、課題は異なっており、市域一律での課題解決や計画づくりは、実効性があまりありません。市民が地域の生活課題を解決するためには、一定の範囲で地域の特性や状況に応じた検討や実践をする必要があります。横浜の現状から地域福祉保健の圏域を考えると、次の６層に分けられます。

（表）

＜市民生活に関わる地域福祉保健の６層の圏域＞

１層

圏域
近隣、自治会町内会の班（組）程度

圏域の考え方
日常的な支えあいができる範囲。民生委員・児童委員などが支援が必要な人を発見し、見守りや緊急時の応急支援などを行う基礎的な範囲。

２層

圏域
自治会町内会　世帯数　平均400世帯　人口　平均1,300人程度

圏域の考え方
市民の暮らしの課題を解決していくために日常的な活動を行う範囲。団地やマンションなどもこの範囲。

３層

圏域
地区連合町内会　249地区　人口　平均14,000人程度

圏域の考え方
自治会町内会、各団体・組織がまとまり、地区連合町内会や地区社協を組織し、活動を行っている圏域。

４層

圏域
日常生活圏域(中学校区程度)　人口 平均25,000人程度　地域ケアプラザ(145圏域)　
圏域の考え方　地域ケアプラザ（地域包括支援センター）など身近な地域課題を解決するための一定の福祉サービスや公共施設を行政が公平に整備する圏域。

５層

圏域
区域（18区）　人口　10～30万人程度

圏域の考え方
効果的なサービス提供を実現するために様々な行政サービス機関が整備され、区役所が1～4層を取りまとめ、各地域を支援する地域福祉保健施策を進める圏域。

６層

圏域
市域　人口365万人

圏域の考え方
　市全体の調和を保ちながら地域福祉保健を進める圏域。

なお、「横浜市の平均的な地域の状況」を参照ください。（11ページから12ページ）

イ　他の分野別計画の圏域との関係

○第４期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、相談支援やサービスを均等に提供することを目指して、概ね地域ケアプラザ圏域（中学校区程度）を日常生活圏域として設定し、地域包括支援センターや地域密着型サービスを整備することとしています。

○ 障害者プラン、かがやけ横浜こども青少年プラン、健康横浜２１では、圏域の設定はしていませんが、身近な地域での支えあい活動を推進するために、行政区域ごとの展開も期待されています。

○人々に安心感を与え、サービスがきめ細かく届く範囲を考えると、高齢者や子どもが歩いて行くことができ、顔の見える人間関係がつくれる身近な地域での計画推進が望ましいと考えられます。

ウ　地区別計画の圏域の考え方

○地区別計画の圏域については、これまでの各区での計画推進状況を踏まえ、地区連合町内会のエリアを基本とします。
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○しかし、地域によっては、地区連合町内会の相互のつながりの活用、地区活動の拠点としての地域ケアプラザの活用、学校や様々な活動拠点などの地域の社会資源との連携を地域ケアプラザ圏域内の複数の地区連合町内会で一緒に検討し効果を高める場合も考えられるため、地域ケアプラザ圏域単位で計画を策定する方が良い地域も考えられます。その場合、地域ケアプラザ圏域で共通の目標を設定しても、具体的な支えあい活動など地域の生活事情に即した目標は、地区連合町内会単位で考えていくことも重要です。

○また、地区連合町内会に加入しない自治会町内会や、地域ケアプラザが設置されていない地区などもあるため、計画策定の単位は、集合住宅の団地、マンション管理組合、自治会町内会など、地域住民との話し合いの中で区が柔軟に設定することとします。

（地区連合町内会または地域ケアプラザのエリアを地区別計画の圏域とする理由）

その地域を知る人が集まり、話し合い、活動できる範囲として、単位自治会町内会が考えられますが、小規模の自治会町内会だけでは解決できない課題も考えられます。

横浜市では、他都市と比較して地区連合町内会が組織的な活動を展開していること、概ね地区連合町内会の圏域で地区社協が結成されていること、自治会町内会同士が支えあう関係を期待できることなどから、地区連合町内会を圏域の一つとして考えることとします。

また、横浜市では地域ケアプラザを地域に身近な福祉保健活動の拠点として位置づけ、身近な福祉保健の相談窓口としていること、地域包括支援センターや地域密着型サービスの整備を進めていること、地域ケアプラザエリア内の複数の地区連合町内会同士の連携が期待できることなどから、地域ケアプラザについても同様に圏域の一つとして考えることとします。

エ　それぞれの圏域における支えあいの相互関係について

○日常生活の支援は、範囲が小さければお互いの顔や名前もわかり、継続しやすいため、近隣や自治会町内会のエリア程度が望ましい単位と考えられます。また、子育てサロン、高齢者のデイサービス、配食サービス、送迎サービスなどの活動は、地区連合町内会や自治会町内会の圏域で活発に行われています。

○しかし、複雑な課題や近隣等の小さな範囲では解決することが難しい課題もあります。また、近隣には自分のことを知られたくない、個人的な問題には関わってほしくないといった理由から、あえて広域で活動している団体を選ぶ人も存在します。さらに、交通網の発達やインターネットの普及等で従来の日常生活の圏域を超えた活動が広がり、同好の士がサークルをつくるなど、共通のテーマに基づく広域の活動団体（ボランティアグループや当事者活動団体等）も生まれています。

○日常生活の圏域を超えた区域や市域で活動する人々が多数存在するのも、都市部の特徴のひとつと言えます。 
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６　第2期市計画の取組の体系図

（図）

計画の基本理念　誰もがいつまでも安心して暮らせる都市よこはまをつくろう！

推進の柱１　地域づくりを進める　

１　地域で取り組む福祉保健活動

(1) 地域住民の交流と支援が必要な人への取組推進

(2) 自治会町内会を基盤とした地域ぐるみの取組

(3) 災害時要援護者避難支援事業の取組推進

(4) 地域と連携したボランティア活動、当事者活動・テーマ型活動の推進

(5) 健康づくり活動を通した地域づくりの推進

(6) 次世代を育む場としての取組

(7) 学校・施設・企業等と地域の関係づくり

(8) 地域福祉保健推進の環境整備

２　地区別計画の策定・推進

(1) 地区別計画の策定・推進

(2) 地区別計画策定・推進組織と市民活動団体の協働

推進の柱２　必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる

１　サービスの適切な利用の促進

(1) 公民が連携した相談支援の仕組みづくり

(2) 個人情報保護と地域及び関係機関が共有すべき情報のルールづくり

(3) 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

(4) 福祉保健サービスに関する情報提供の工夫

(5) 権利擁護の推進

２　福祉ニーズの把握、地域福祉保健サービスの充実・開発

(1) 地域の福祉課題や当事者の福祉保健ニーズの把握促進

(2) 地域福祉保健活動の情報の共有化と提供方法の充実

(3) 生活圏域に合わせたサービスの整備

(4) 地域福祉保健サービスの充実・開発に向けた行政など公的機関としての取組

(5) 自立(自助・家族支援)を支援するサービスの充実

(6) サービスの質を向上させる仕組み

推進の柱３　幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げる

１　多くの市民の参加促進

(1) 市民の地域参加を促進する情報提供などの充実

(2) 計画の策定や推進に参加しやすい仕組みづくり

(3) 様々な形で地域福祉を支えるボランティア活動の拡充に向けた取組

(4) 関心のあるテーマや生涯学習活動から地域福祉保健活動へ広がる仕組みづくり

２　活動者・団体の活性化支援

(1) 活動費助成などの環境整備

(2) 活動相互の協働促進

(3) 企業等との協働支援

(4) 様々なエリアの市民活動支援

(5) ボランティアからコミュニティビジネスまで幅広い市民活動の推進策の検討

３　地域福祉保健人材の育成

(1) 公的機関職員の地域福祉コーディネーターとしての養成

(2) 市民がコーディネート機能を発揮できるような研修の実施

４　幅広い参加につながるバリアフリーの推進
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第２章　推進のための取組（推進の柱と具体的取組）
第２期市計画の方向性（期間： 平成21年度～25年度）
～基本理念～誰もがいつまでも安心して暮らせる都市　よこはまをつくろう！
推進の柱１　地域づくりを進める

○地区別の懇談会のような場で住民と行政が話し合い、課題を共有し、福祉保健を中心とした様々な地域課題を解決するための取組を協働して進めます。

○身近な地域を単位とする取組を進めるため、現在11区で取り組んでいる地区別計画を全区で策定し、推進します。
推進の柱２　必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる

○地域の見守り活動などにより、支援が必要な人を把握する仕組みを地域と協働でつくります。また、把握された人を専門機関と連携してサービス提供につなげる仕組みをつくります。

○必要な支援が身近な地域で受けられるようにサービスを充実します。

推進の柱３　幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げる

○地域福祉保健の取組を広げるために、子どもや若い世代、団塊の世代、高齢者や障害のある人、学校や企業の関係者など、幅広い市民参加を進めます。

○自治会町内会等の活動とテーマ型の活動の連携など、様々な市民活動がそれぞれの活動内容を充実できるよう、連携・協働を働きかけます。
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推進の柱１　地域づくりを進める

１　地域で取り組む福祉保健活動

(１) 地域住民の交流と支援が必要な人への取組推進

【これまでの取組と課題】

○地域住民一人ひとりにとって、身近な近隣から市域まで様々な生活圏域があり、そこでは、支援が必要な人への支援や当事者の活動が行われています。横浜には、高齢化が進む人口減少地域と若年ファミリー層の多い人口増加地域が「まだら模様」で存在し、地域の特性に応じて課題も違うので、取り組まれている活動も様々です。

○地域福祉の取組を進める上で、身近な地域での住民の交流、近所づきあいは、活動の土台となるものです。しかし、居住年数の短い世帯や単身世帯など近所づきあいのほとんどない人も見られ、地域で孤立していると考えられる人がますます把握しにくくなっています。これからの地域社会では、意識的に顔見知りの関係や気軽に声をかけられる関係をつくっていくことが求められます。

【これからの取組】

○地域の住民同士が知りあい、交流し、お互いが安心して生活のサポートを頼みあえるような地域の基盤づくりに取り組みます。そのような活動が、結果として支援が必要な人の存在や課題、ニーズに気づくことになり、お互いに支えあう地域づくりにつながります。

例：身近なエリアの多世代交流サロン、地域の交流まつり　　

○地域住民が相互に助けあう活動や、地区社協等の活動支援を充実します。

例：一人暮らし高齢者の食事会、地域ミニデイサービス、送迎サービス

○地区別の懇談会などで出された生活課題について、即応性・個別性・柔軟性を発揮し、様々な主体が協力して、地域でできるちょっとした支えあいに取り組みます。

例：高齢者世帯のごみ出し支援を自治会町内会の班で交代して行う。

病気で休んだ児童を働く親が帰るまで見守る近隣の助けあい活動

○地区別の懇談会などで当事者のニーズや課題を取り入れた検討を行い、身近な地域で支援が必要な人への取組が進むよう、区や区社協などが支援します。

(２) 自治会町内会を基盤とした地域ぐるみの取組

【これまでの取組と課題】

○自治会町内会は、地域の環境、防犯・防災、福祉等の様々な課題に取り組む自主的な団体であり、これまでＧ３０行動によるごみの減量化、地域防犯活動などで大きな成果をあげています。また、災害時要援護者避難支援、地域の見守りネットワーク活動などにも取り組んでいます。
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○自治会町内会館を乳幼児子育て交流サロンに積極的に開放したり、一人暮らし高齢者会食会などの活動を身近な地域ごとに行うところが増えています。

○市民の生活課題に最も身近に対応できる単位として、自治会町内会の活動が期待されています。一方で、若い世代の関心の低下や未加入世帯の増加などの課題があります。

【これからの取組】

○地域住民が必要性を共有しやすい地域防犯・防災などの取組を契機に、多くの住民が参加し、活動に取り組めるよう、自治会町内会を中心とした交流を進めます。

○活動の担い手が増え、より活発な地域活動が行われるよう自治会町内会活動への参加を促進し、自治会町内会を基盤とした地域のつながりをつくります。

○「地域見守りネットワーク構築支援事業（団地等の孤立死防止）」や「ひとり暮らし高齢者等定期訪問事業（見守り活動）」など、各地域の状況に合わせた方法で、支援が必要な人の把握と見守り活動の仕組みづくりを自治会町内会等を基盤に進めます。

(３) 災害時要援護者避難支援事業の取組推進

【これまでの取組と課題】

○横浜市では、平成19年2月に「災害時要援護者の避難支援システムの手引き」を作成し、平常時からの避難支援計画づくりに取り組んでいます。これは、市が要援護者名簿を作成し、本人や家族の同意の下に区が民生委員・児童委員や防災組織関係者などに情報を提供し、具体的な避難計画を定めたり避難訓練を行うものです。

○災害への備えは、誰にとっても必要性がわかりイメージしやすく、様々な市民の参加を得て、地域ぐるみで取り組みやすいテーマです。

○区によって、障害者団体と地域・行政が協力して避難訓練を実施したり、災害時の支援方法について取組を進めている地区もありますが、多くの地区はまだ、支援が必要な人の把握や情報共有の仕組みの確立にまで至っていません。

【これからの取組】

○自治会町内会や地区社協などと連携し、地域で支援が必要な人を把握し、見守る体制をつくる仕組みづくりとして、災害時要援護者避難支援事業を推進します。

○地区ごとの避難訓練などと連携するなど、できるだけ多くの人が参加できるよう働きかけます。また、支援が必要な人を地域の中で円滑に把握できる方法を工夫します。

○広い範囲の要援護者の把握方法や、具体的な避難支援方法などは、地区別計画の懇談会などを活用して住民と行政が話し合い、協働で検討していきます。
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○要援護者の範囲を乳幼児や妊婦、日本語での意思疎通が困難な外国人まで広くとらえ、対象者の把握や避難支援の方法、日常の見守りを行う仕組みを検討します。

(４) 地域と連携したボランティア活動、当事者活動・テーマ型活動の推進

【これまでの取組と課題】

○地区社協などが中心となって、地域内の配食サービス、ミニデイサービス、見守り活動などのボランティア活動を組織化しているところもありますが、地域単位の組織化はまだ少ない状況です。

○当事者活動やテーマ型活動は、居住地に限定しない、区域や市域など広いエリアの活動が多い傾向があります。当事者のニーズにあった地域の日常生活をきめ細かく支援するには、プライバシーなどの制約で限界があり、地域と離れた支援者が必要な場合もあります。また、居住者以外の人が地域活動に支障なく入りにくい状況もあります。当事者活動やテーマ型活動が、地域生活に密着した支援を行えるよう、地域と連携できる仕組みが必要です。

○ボランティア活動は、肩書きのない個人として参加でき、身近な地域でできる活動が求められています。日常生活のニーズに即した支援をするために、身近な地域でボランティアが活動できる仕組みや、活動組織に属していない住民個人が参加できるような仕組みが必要です。

【これからの取組】

○区社協は身近な地域での支えあいが進むよう、地域ケアプラザと連携し、地区社協を基盤とした地区ボランティアセンターの機能を地域がもつことを支援します。身近な地域でボランティアの募集・組織化を進めるとともに、地域生活支援と地域の関係づくりの視点で、支援が必要な人とボランティアをつなぎます。

○ボランティア講座を受けた人が実際の地域の活動につながり継続するよう、ボランティアのグループづくりを支援するとともに、グループ立ち上げ後の活動が継続するようにサポートします。

○趣味を活かした活動、生涯学習の活動等を地域貢献につなげるため、各区の市民活動支援センター・生涯学習支援センターと区ボランティアセンターの連携を進めます。

○地域の課題に合った講座を出前方式で開催するなど、実際の活動につながるきっかけづくりをします。また、子ども会やＰＴＡなどの地域を基盤としたつながりを活用して、ボランティア活動への参加を呼びかけます。

○当事者のニーズに沿った地域生活支援を目指し、地域の活動団体と当事者組織やテーマ型組織が話し合いをもつ場を設け、どのような支援ができるか意見交換を行うなど、それらの組織がもつノウハウや情報が、地域の支援活動に活かされるようにします。
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(５) 健康づくり活動を通した地域づくりの推進

【これまでの取組と課題】

○第１期区計画では、多くの区が計画の名称を「地域福祉保健計画」とし、様々な人が参加して地域で一緒に活動する健康づくりの取組を掲げました。

例：ウォーキングマップ作成を通して地域を知り、健康づくりを実施。

○一方で、健康づくりは、糖尿病の予防や高齢者の体力づくり、心の健康づくりなどテーマ別で行われることが多く、障害や病気をもつ人も含め、様々な市民が広く気軽に参加できる身近な地域の活動が少ない状況があります。

○保健活動推進員、食生活等改善推進員、認知症サポーターなどの保健人材が、区や地域で様々な活動を実施していますが、さらに地区単位の活動にも役割を担い、地区の課題にあった取組を進めることが期待されます。　

○健康は個人の問題ととらえられがちですが、地域生活の視点で住民がともに健康を考え、共通の課題や対応策を検討することで、幅広い取組や支援を具体化することが可能になります。

【これからの取組】

○多くの人が関心をもち、楽しんで参加できる健康づくりをテーマとした取組を実施し、新たに地域活動に参加する市民を増やします。

例：親子で参加できる健康クッキング、夫婦で参加する健康マッサージ教室

○地域の健康づくり活動を単発のイベントに終わらせず、日常的に行う活動として継続して実施し、住民相互の交流・人間関係づくりを進める場にします。

例：地域住民が誰でも自由に参加できる毎週日曜健康体操の会

○病気や障害に関わらず、地域の様々な人が健康づくり活動に参加できるよう、地域と公的機関が協力して取組を進めます。また、健康づくりの場の交流が、お互いを理解し受け止められる福祉のまちづくりの実践につながるよう支援します。

例：車椅子の人も参加できる町内健康ウォーキング

知的障害や精神障害などの人も参加できる健康メニュー料理教室

○公的機関は、保健活動推進員や食生活等改善推進員など健康づくりの核となる人材が、自治会町内会や老人クラブなどの様々な活動や、地域を会場とした継続的な健康づくり活動で、地域の健康づくりリーダーとして役割を発揮できるよう支援します。

例：保健活動推進員が地域内の公園にある健康遊具を活用して、地域の様々な人が参加できるストレッチ運動教室を毎月実施。

自治会町内会主催の健康学習会に、食生活等改善推進員が減塩メニューや食育の料理教室を実施。

○地域住民や当事者の健康課題について考える場を継続実施し、予防策や対応策に地域が協力して取り組むよう、公的機関の専門職が支援します。
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例：孤立しがちな母子の課題を自治会町内会役員やＰＴＡ、育児グループの母親などと地域の懇談会で共有し、親子の地域サロンを検討。

○認知症サポーター（キャラバンメイト）など、保健や予防・健康について学習する人材を育成し、健康課題をもつ人の生活支援を理解する人を地域で増やします。

例：認知症サポーターが自治会町内会役員などに認知症の対応について講習

(６) 次世代を育む場としての取組

【これまでの取組と課題】

○「かがやけ横浜こども青少年プラン」により、子育てを身近なエリアで支援する事業が各区の地域福祉保健計画と連動して取り組まれています。

例：自治会町内会館、地域ケアプラザなどを活用した「地域育児教室」や「子育てサロン」の開催、保育所の園庭開放や相談事業

○一方で、児童虐待の相談件数は増加しており、虐待の防止、養育支援や虐待防止ネットワークの充実・強化が必要になっています。また、不登校の問題のほか、社会的引きこもりや若年無業者など、青少年の社会・経済的な自立支援についても課題になっています。

○また、地域の中に青少年や子ども、親子の居場所が少ない、地域ぐるみで子育て支援に取組む環境が整っていないといった声も聞かれます。

【これからの取組】

○身近な地域の中で、地域の団体や人材と協力して、乳幼児の親子の交流の場や青少年がくつろぎ交流できる居場所づくりに取り組みます。

○地域ぐるみの子どもの安全・防犯活動や、子どもの事故予防への取組を進めます。

○青少年が置かれている状況について地域住民の理解を深め、若い世代が地域とつながり、地域から見守られていると感じられる取組や、若い世代が主体的に提案・参加できる取組を進めます。

○広報手段としてのインターネットや携帯電話など、若い世代にとって身近なツールを活用して、地元だけでなく広範囲の活動に気軽に参加できるような仕組みづくりを進めます。

○青少年や子どもを取り巻く難しい課題についても、地域が次世代を支えるためにできることを模索し、先駆的活動に行政や市民活動団体等と協力して取り組みます。

例：引きこもり青少年が利用できる身近な地域の居場所づくり
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(７) 学校・施設・企業等と地域の関係づくり

ア　学校との協働・連携

【これまでの取組と課題】

○学校と地域が連携した様々な取組が増えています。

例：よこはま学援隊による子どもの登下校見守り

心のバリアフリー出前教室に障害者等が講師として参加

○地域によっては、地区別計画の懇談会に学校代表やＰＴＡが参加するなど、地域の計画づくりや推進に学校関係者が参画しています。

○放課後や下校後、夏休み期間中などを安心して過ごすには、地域と連携した環境づくりが望まれます。

例：地域の方によるはまっ子ふれあいスクール等への協力

障害児等の通学支援・余暇活動支援

【これからの取組】

○放課後や下校後、夏休み期間中などサポートが必要な部分について、支援策を具体化できるような仕組みづくりを進めます。

例：障害児等の登下校や余暇活動支援ボランティア育成

○地域の人のサポートで安心して学校生活を過ごせるよう、学校や地域の特性にあった取組を地域と学校が工夫して進めます。

例：「おやじの会」など保護者等による学校と地域をつなぐ活動

学校の花壇手入れボランティアが学校内の生徒を見守る活動

○多くの地域で、地域課題の検討や地区別計画の策定・推進に学校関係者の参画が得られるように関係づくりを進めます。

○福祉教育を進めていくために、福祉施設の職員、ボランティア、障害のある方など地域の方々と学校が連携し、顔の見える関係づくりを進め、福祉理解の向上を目指します。

例：福祉教育の推進を目的とした福祉教育連絡会等の開催

障害者等が講師となって行う福祉教育の取組推進

イ　福祉施設との協働・連携

【これまでの取組と課題】

○地域住民も参加できる活動を施設が実施したり、地域の様々な行事に自治会町内会と協力して参加するなど、地域と連携・協力した取組が増えています。

例：障害者地域活動ホームが障害児に限らない児童の居場所を開設

地域の防災訓練に施設利用者と家族が参加

○また、グループホーム、地域作業所、小規模多機能型居宅介護事業所などのように専門性が高く、地域住民と関わりのある生活拠点が増えています。
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○一方で、このような生活の拠点や施設自体が地域によく知られていない、地域側が施設等をどう活用したらよいかわからない、あるいは施設や生活拠点の利用者や職員が地域とほとんど接点がないなどの状況もあります。

【これからの取組】

○地区別計画策定・推進の話し合いの場に、福祉施設等の職員や利用者が参加できるように働きかけ、施設等の専門性を発揮した提案や取組を進めたり、関係者も地域の一員として発信し行動できる場をつくります。

○災害時要援護者避難支援事業などを通じ、入所施設やグループホームのような生活拠点などと地域の連携体制をつくる取組や、住民の活動場所や支援が必要な人の居場所として施設等を活用するなど、相互理解が進むよう取り組みます。

例：休日の地域作業所の広間を利用した地域の交流サロンの実施

○区社協は、施設で活動するボランティアを地元で育成する試みや、社協に加入している施設へ地域との連携交流を働きかけるなど、日常生活に即した取組を支援します。

例：施設入所者が地域のボランティアとともに地元商店街へ買い物に外出

○小規模多機能型居宅介護事業所やグループホームなどの運営に住民の意見を活かし、同時に施設や職員の専門性が地域の福祉保健活動の推進に活かされるような相互に連携した取組を進めます。

○地域内の施設やグループホームなどを住民が気軽に訪ね、交流することにより、施設等のケアの様子を住民が理解し、サービスの質の向上につながるよう取り組みます。

ウ　企業との協働・連携

【これまでの取組と課題】

○障害者プランによる雇用促進や、企業から地域作業所等への製品受注促進、子育て家庭応援事業（ハマハグ）の推進や地元企業と連携した中学生の職場体験学習、夏休みの子ども工作教室や学校等での出張講座など、地域生活を企業が応援する取組が進められています。

○地場産業と提携した交流活動や、企業のもつ資源を地域に活用してもらう取組が、地域の特性に合わせて少しずつ始まっています。

例：地場野菜の活用とタイアップした健康づくり活動イベント

地域の防災訓練に地元企業のグラウンドを活用

○しかし、多くの地域では、企業や事業者の関わりはあまり進んでいません。

【これからの取組】

○地区社協・区社協は様々な企業や事業者が参加できるように働きかけます。

○企業側の地域貢献に対する考え方や実績事例を調査・分析し、地域の活動者と情報共有する取組を検討します。
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○企業によるボランティア活動や福祉研修の取組を支援し、障害者の就労支援や子育て環境の充実支援をさらに働きかけます。

○企業の活動分野や製品の枠にとらわれず、企業が社会貢献として地域にできることを情報交換し、検討する場をつくります。

例：企業がＮＰＯ法人主催のニートの若者の職業体験研修を受け入れ

(８) 地域福祉保健推進の環境整備

【これまでの取組と課題】

○第１期市計画の5年間で地域ケアプラザを15か所、福祉保健活動拠点を4か所整備しました。

○地域ケアプラザには地域福祉保健活動を支援するコーディネーターを配置し、支援技術向上の養成研修を実施しています。

○地域ケアプラザ内に地域包括支援センターを設置し、①保健師、②社会福祉士、③主任ケアマネジャーの３職種を配置し、介護保険サービスと介護予防事業など、地域福祉保健サービスの円滑な実施を進めています。

○横浜市の地域福祉推進のために事業を行う市民活動団体に対し、社協は「よこはまふれあい助成金」により支援してきました。

【これからの取組】

○行政は、地域ケアプラザなど日常生活圏域の活動拠点の整備を進めるとともに、より身近な地域での活動の活性化を図るため、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、地域子育て支援拠点など区域における拠点の整備を進めます。

○公的機関は、地域の活動が充実するよう、活動資金の援助を行うとともに、地域活動の場を確保するため、様々な施設が有効に活用されるよう支援します（空き店舗や余裕教室・自治会町内会館の活用、休みの日の学校・保育所や地域作業所の利用など）。

○地域福祉保健に関わる様々な制度やサービスが適切に運用されるよう、助言・調整を行います。特に、地域包括支援センターは、介護保険サービスや地域の活動と連携し、地域の中で支える仕組みづくりを進めます。

○地域活動推進の先進事例を事例集としてまとめるなど、市民にわかりやすく情報提供します。
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２　地区別計画の策定・推進　　

(１) 地区別計画の策定・推進

【これまでの取組と課題】

○11区で地域ごとに地区別計画を策定し、地域の生活課題を解決するための具体的な取組が生まれました。

○地区別計画の意義は、地域だけでは解決できない課題があることを知り、行政と地域が協力しないと解決できない課題について継続的に話し合い、公民で役割分担して課題解決に取り組むことにあります。

○しかし、地区別計画の策定後、地域と行政の対話の場をあまり継続することができない地域もありました。

【これからの取組】

○地区別計画の取組を全区に広げていきます。

○話し合いの場づくりは、区、区社協、地域ケアプラザが協力して実施します。

○話し合いの場への参加者は、地域の状況によりますが、いつも同じ人ばかりが参加するのでなく、当事者、住民個人、ボランティア、市民活動団体、学校関係者等が幅広く自由に参加できるよう働きかけます。

○行政は地域のデータや課題を分析し、生活課題には地域性があることなど必要な情報を提供します。

○定期的に話し合いと振り返りの場を設け、課題や計画の取組が置き去りにされないようにし、随時、見直しや軌道修正ができるようにします。

○取組を進める上での公民の役割分担を明確にします。

（図）
＜地区別計画　策定・推進の仕組みの流れ＞

地域と行政が協力し、地域の特性や課題を分析・整理します。
地区別の懇談会を開催します。

地域の課題、例えば、子育て支援、高齢者支援、障害者支援、環境、防犯、防災等について話し合い、共有します。

課題を３つに振り分けます。①地域で取り組む課題　②行政と地域が協働して取り組む課題　③行政が取り組む課題

地域の計画を作成します。行政の関わり方を提示します。

区民・行政・事業者が協働して計画を実行します。

地区フォーラム等を開催して、計画の進ちょく状況を確認します。

振り返りをします。
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○活動発表会や地域の情報紙など、様々な手法で地域の取組を定期的に住民に知らせ、推進の手ごたえを感じられる機会をつくります。

○地区別計画を策定する地区が、「身近な地域・元気づくりモデル事業」の実施地区となった場合は、担当部署間でよく調整し、地域の負担とならないよう支援します。

(２) 地区別計画策定・推進組織と市民活動団体の協働

【これまでの取組と課題】

○第１期市計画では、「コーディネート力を育てる」ことや、課題やテーマに応じていろいろな人が柔軟に参加できるプラットフォーム型の組織づくりの提案を行いました。

○地域の中に実際は様々な活動が存在していても、お互い知りあう機会も少なく、情報を集約・還元する仕組みは整っていませんでした。

○地域の活動団体と市民活動団体間の協働が進んでいないのは、自らの組織の活動以外に関心をもつ余裕がなく、活動が広がり負担が増えてしまうことに抵抗があることや、互いの活動に関心をもてる共通課題が見えにくいこと、団体の考え方や志向、ルールなどに違いがあることなどが考えられます。

○協働のつなぎ役としての区、区社協、地域ケアプラザ職員のコーディネートにおいても、協働を進める際のプログラム設定や団体の特徴への配慮などが十分でなかったと考えられます。

【これからの取組】

○団体相互の協働では、協働する共通課題を明確にし、協働のメリットや効果が実感できるよう配慮します。また、協働のつながりは緩やかで、参加団体の主体性を尊重するなど、協働の原則を踏まえたものとなるようにします。

○地区別計画の話し合いそのものが様々な主体が参加する協働の取組であり、地域の実情に応じた多様な団体や個人の参加を進め、地区別計画策定・推進組織をつくる支援を行います。

○公的機関は、地区別計画推進の取組に地域以外の市民活動関係者や当事者組織など、地域活動にプラスになる様々な人材が参加しやすいようコーディネートします。
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＜参考＞　協働推進の基本指針（概要版）（16年7月）（抜粋）

１　協働の理念

○「民」の力が存分に発揮される社会

　自らめざすところにより活動していくための自由と権利が保障されている社会であると同時に、お互いを尊重しあい、自己のみの利益追求でなく、相互に助け合うことのできる協働型社会。

協働とその原則

協働とは、『公的サービスを担う異なる主体が、地域課題や社会的な課題を解決するために、相乗効果をあげながら、新たな仕組みや事業を創りだしたり、取り組むこと』とし、横浜コードの原則（※）に則って進めます。

※横浜コード(横浜市における市民活動との協働に関する基本方針)の協働の原則

①対等の原則　②自主性尊重の原則　③自立化の原則　

④相互理解の原則　⑤目的共有の原則　⑥公開の原則

○ふさわしい領域

　地域ごとにきめ細かな対応や地域社会との密接な連携などが必要な分野が今日の社会状況からふさわしいと考えますが、社会の変化や市民のニーズにあわせて考えます。

○協働の主体

主として、公益的・社会貢献的な活動を行うすべての団体・グループ（ボランティアグループ、市民活動団体・ＮＰＯ、公益法人、自治会町内会、企業等）と横浜市が、協働のパートナーとなる場合を想定しています。

２　協働の土壌を耕す

○自立した市民・行政の意識改革

　協働の基盤となる市民の自治意識の確立と行政の意識改革による『自治と参画のシステム』の再構築を進めます。

○相互信頼の醸成

　行政情報の公開・提供や市民の情報リテラシーと発信力の向上、地域の課題の共有、ＩＣＴを活用した双方向のコミュニケーションの促進、コミュニケーションの橋渡しとなる中間組織の拡充などを図ります。

○地域課題の共有化

　市民と行政が地域の課題や資源を共有化し、協働して解決するため、既存の参画システムの活用とコーディネートする中間組織を支援します。

○環境の整備

　体系的制度、活動拠点、情報拠点、人材育成・派遣、財政支援や区役所への分権により、協働を推進するための環境を整備します。

３　協働事業の実施

○現行制度における協働事業の課題

　現行の事業者選定制度においては、行政の画一的なサービス内容を基準に事業者選定が行われがちです。多様なニーズにきめ細かく対応していくためには、サービス内容の基準を設定する企画段階においても、市民活動団体等の意見を十分に反映させながら進めていくことが望ましいと考えます。また、委託における下請け感の改善なども課題です。

○協働事業

　双方が互いを理解・尊重し、対等な関係のもとに、企画段階から参画し、目的を共有し、役割分担と責任を明確にしながら取り組みます。そのプロセスは公開し、成果は評価のうえ、以後の事業実施に活かします。

○協働事業のプロセスモデル

　全プロセスを経ることが好ましいですが、事業の性格や形態、現行制度の制約に合わせ、可能な部分から取り入れることも重要です。
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推進の柱２　必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる

１　サービスの適切な利用の促進　　

(１) 公民が連携した相談支援の仕組みづくり

【これまでの取組と課題】

○横浜市の相談機関の整備状況を前述の6層の生活圏域に合わせて考えると、身近なところで総合的な相談に応じる窓口として、4層の日常生活圏域ごとに地域ケアプラザを設置しています。また、平成18年度から地域ケアプラザを高齢者の介護予防や権利擁護などの業務も行う地域包括支援センターとして強化し、保健師などの専門職員を配置しています。

○しかし、地域の中のどこに相談機関があり、どのような相談に乗ってもらえるのか知らない人や、困っていることをうまく表現できない人もいます。今後、支援が必要な人を相談機関につなぐ人を地域の中で増やすことが必要です。

【これからの取組】

○今後も地域ケアプラザの整備を進め、市内全域に整備できるようにします。

○配食サービス・会食会、サロン活動、ちょっとしたボランティア活動等をする中で、地域で気になる人の情報が把握されたら、住民やボランティアから民生委員・児童委員等を通して公的機関にその情報が届き、具体的な支援につながる仕組みを整備します。また同様に、専門機関の相談事業や事業者のサービス等の利用者で地域のサポートが必要な人の情報を、公的機関等を通じて民生委員・児童委員などに伝えます。
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①支援が必要な人の早期発見の仕組み

○個人で民生委員・児童委員等に情報提供する身近な地域の協力者を増やします。公的機関は区民生委員児童委員協議会、地区社協等と協力して、この取組を進めます。

○支援が必要な人に対して、行政や地域がどのような支援を行うのか検討する場を設けます。具体的には、地域ケアプラザがコーディネート役となり、専門機関や民生委員・児童委員などの地域人材の参画を得て、見守りネットワーク等で把握された課題への対応策を検討します。

（図）

（１）地域の見守り活動などで把握された支援が必要な人の情報が、住民から、民生委員・児童委員を中心に、自治会町内会関係者、ボランティア、保健活動推進員、友愛活動推進員などに集まります。

（２）集まった情報の中で、地域では個別対応が難しい場合や専門的な対応を要する場合など、支援が必要な人の情報を地域ケアプラザ、区社協、区役所の専門的な機関に伝えます。地域ケアプラザ等は連携し、支援が必要な人に対応します。

（３）地域包括支援センター、地域子育て支援拠点、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、ケアマネジャー、医療機関、福祉施設などの専門機関が、地域の支援が必要な人の情報を、地域ケアプラザ等を通じて、地域の民生委員・児童委員等に伝えます。

②生活支援の具体策の検討

○すでに実施している様々な区域の専門的支援ネットワークからの報告や情報を活用し、区内の公的機関やサービスに関わる事業者などによる実務者レベルの検討会議を開催し、地域や個々の専門機関だけでは解決できない課題を明確にし、新たな仕組みや制度の整備を検討します。

（図）

自治会町内会関係者、地区社協役員、ボランティア、民生委員・児童委員、保健活動推進員や友愛活動推進員などの委嘱委員と、公的機関である区役所、地域ケアプラザ、区社協と、専門機関である地域子育て支援拠点、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、ケアマネジャー、医療機関、福祉施設等が集まり、公民合同の情報交換と生活支援の検討会議を行う。

適宜、テーマ解決のために関係した住民、団体、専門機関が入るプラットフォーム型運営とする。

まとめ役は地域ケアプラザコーディネーター、地域包括支援センター職員とする。
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③新たな仕組みや制度の検討と整備

(図)

第５層（区域）での仕組み
すでに実施している区徘徊認知症高齢者地域支援連絡会、区児童虐待防止連絡会、区障害者自立支援協議会（地域生活支援会議）、区子育て支援ネットワークなど様々な区域の専門的支援ネットワークからの報告や、地域だけでは解決できない課題などの情報を活用し、区内の公的機関やサービスに関わる事業者などによる実務者レベルの検討会議を開催。地域や地域子育て支援拠点、障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、ケアマネジャー、医療機関、福祉施設等、個々の専門機関だけでは解決できない課題を明確にし、新たな仕組みや制度の整備を検討。

例　孤立死防止対策、障害者の生活支援、育児不安の親支援
討議結果を区の福祉保健施策、局の支援策に反映

事務局　　区社協　区役所
（２）個人情報保護と地域及び関係機関が共有すべき情報のルールづくり
【これまでの取組と課題】

○災害時なども含め、日頃から支援が必要な人への取組を推進するためには、行政と民生委員・児童委員、自治会町内会の役員、ボランティア、当事者団体等の関係者との間で対象となる人に関する情報を把握し、あらかじめ共有しておくことが大切です。

○福祉に関する情報のうち、個人情報の取扱いには配慮が必要ですが、守秘義務や個人情報の保護だけを強調しすぎると、個人を支援する活動にボランティアや住民が参加しにくくなります。本来、個人情報は本人のメリットになるよう活用されるべきものとされており、正しい理解が必要です。

○福祉保健の支援活動は、個人のプライバシーに関わる情報、例えば、福祉ニーズや暮らしの困りごとなどを明らかにしてもらえなければ、援助を開始できないという問題があります。
【これからの取組】

○関係者間での情報の共有化に関する考え方を整理・検討し、個人情報保護制度と両立する地域の情報共有の手法や、個人情報の適正な取扱いの指針づくりに取り組みます。

例：災害時要援護者避難支援事業や個別支援・ネットワーク会議開催時における公的機関と地域の情報共有のルールについて市がガイドラインを作成

○個人情報の取扱いについての住民や民生委員・児童委員などの関係者、担当職員向けの研修や啓発を行います。

＜38ページ＞

(３) 民生委員・児童委員が活動しやすい環境づくり

【これまでの取組と課題】

○民生委員･児童委員は、高齢者から子どもまでを対象に、地域のよき相談役として様々な活動を行っています。民生委員・児童委員の役割として、福祉のサービスを利用しやすいように側面から援助し、専門的相談機関などへ橋渡しをすることがあります。また、利用者がサービスを利用する過程を「見守る」役割も大切です。

○民生委員制度創設90周年記念事業として、「民生委員・児童委員発　災害時一人も見逃さない運動」が呼びかけられました。日常の見守り活動などを通して、支援が必要な人の把握や災害発生時の緊急連絡体制の整備などを行っています。今後の各地域での推進には、自治会町内会との連携が不可欠です。
○一人暮らし高齢者などの増加だけでなく、児童虐待、ドメスティック・バイオレンス被害者、ホームレス、引きこもりなど、支援が難しい人が増加し、活動に対する不安の声も出されています。実際に、民生委員・児童委員だけでは対応が困難な場合もあります。

○今後は、行政など公的機関との連携体制をより強めるとともに、近隣住民と協力した支援の仕組みづくりも必要です。特に、地域の協力者とともに支援が必要な人を発見し、自治会町内会、ボランティアグループ等と連携し、地域でできる「ちょっとした」手助けの輪を広げることが求められています。
【これからの取組】

○活動の参考になる簡単な手引きを発行し、民生委員・児童委員の役割や個人情報の取扱いなどに関する研修、経験年数に応じた体系的な研修を市・区で行います。また、地区民生委員児童委員協議会などでの研修や情報交換を活発にする仕組みづくりを検討します。

○地域ケアプラザや行政など公的機関との情報の共有化や連携の強化を図るネットワークづくりを進め、民生委員・児童委員を支えます。

○民生委員・児童委員の活動内容や地区担当者を知ってもらい、住民から「顔の見える」民生委員・児童委員となるよう、広報に努めます。

○民生委員・児童委員に協力し、活動を後押しする住民を増やすことにより、地域全体で支援が必要な人を支える仕組みづくりを推進します。
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(図)
民生委員・児童委員活動と地域のネットワーク

地域

当事者・当事者団体（一人暮らし高齢者、介護者、障害者団体など）

自治会町内会役員、保健活動推進員、老人クラブ、地区社会福祉協議会、ボランティアなど
民生委員・児童委員に協力

民生委員・児童委員は、地域の窓口、コーディネート役
支援が必要な人の発見

個別対応が地域では難しい場合は連携
行政、地域ケアプラザ(地域包括支援センター)、区社協や専門機関へ連絡
個別援助が地域で可能な場合

生活困難の予防、ニーズの発見活動（見守り、声かけ活動）

配食サービス、一人暮らし高齢者等の見守り訪問、助け合い活動

地域による個別援助活動、ボランティアによるサービス提供　など

(４) 福祉保健サービスに関する情報提供の工夫
【これまでの取組と課題】

○現在横浜市では、福祉保健に関する情報は、区役所の区福祉保健センターや地域ケアプラザなどで知ることができるほか、市や市社協のホームページ、広報よこはま等で提供されています。

○また、各区で高齢者福祉保健事業の案内冊子を発行したり、子育てについての情報をメールマガジンで配信するなどの情報提供がされています。

○市社協・区社協や、地域によっては地区社協においても広報紙を作成し、様々な福祉情報を発信してきました。

○しかし、支援が必要な人に的確に情報が行き届かない場合があり、障害者や高齢者など、その特性に合った情報の届け方を工夫する必要があります。
【これからの取組】

○当事者や情報の受け手の声を聞き、その人に「わかる」情報として届ける方策を検討します。

○情報のバリアフリー化や媒体の工夫を進め、地域の関係者や近隣の人など、その人の特性をわかっている人から理解しやすいように伝えます。

○周囲と接触が少ない人を地域活動などに誘い、情報が入る機会を増やします。

○近所の商店街や医療機関、銀行やスーパーなど、日常生活で利用する場にわかりやすい情報チラシやパンフレットなどを定期的に設置するなどの工夫をします。
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(５) 権利擁護の推進

【これまでの取組と課題】

○権利擁護について、市民への周知が充分進んでいません。

○成年後見制度のセミナー開催など、地域包括支援センターなどと連携し、情報提供や啓発を実施してきました。

○成年後見制度の申立て件数は少しずつ増加していますが、高齢化や障害者の地域生活への移行が進み、単身世帯が増加する今後、制度の利用が必要な対象者は増えていくと考えられます。
【これからの取組】

○自己の判断のみでは日常の金銭管理などが困難な高齢者や障害のある方を対象に、福祉サービスの利用援助や金銭管理を行い、成年後見制度の利用促進や権利擁護の全般的な相談を受ける区社協あんしんセンターの一層の充実に取り組みます。

○成年後見制度の利用促進のため、市民向け啓発セミナーを区域で開催し、制度についての住民の理解を深めるとともに、一人暮らしの高齢者や障害者などが安心して生活できるよう、地域の見守りの取組を進めます。

○区福祉保健センター、区社協、地域ケアプラザ（地域包括支援センター）の相談支援ネットワークを充実し、司法書士や弁護士などと連携した事例検討会及び研修会（サポートネット）を実施します。

○横浜生活あんしんセンターは権利擁護の専門機関として、困難事例への対応や権利擁護に携わる様々な相談機関・後見人受任者・団体への支援を行います。

○相談機関と消費生活総合センターとの連携や、住民同士が近隣で見守りあう仕組みづくりにより、悪徳商法などの被害を未然に防ぐような取組を進めます。

○成年後見制度の利用促進に向けた成年後見人等の適切な確保策を神奈川県と協調して検討します。
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２　福祉ニーズの把握、地域福祉保健サービスの充実・開発
(１) 地域の福祉課題や当事者の福祉保健ニーズの把握促進

【これまでの取組と課題】

○地区別計画の策定・推進に当事者が参加した地域もありましたが、広い分野の当事者が多数参加したとまでは言えず、支援が必要な人が困っている生活課題を共有しにくい地域もありました。

○当事者のプライバシーや体調など様々な事情があり、全員が地区別の懇談会などに出てニーズを表出できるわけではありません。　

○子育て家庭、高齢者の介護者、障害のある人と家族、外国人の居住者などの当事者が組織をつくり、地域福祉の担い手として活動していますが、これら団体の意見をサービスに反映していくことが重要です。
【これからの取組】

○多様な当事者が地区の話し合いなどに直接参加できるよう支援します。

○当事者のニーズや意見が活かされるよう、地域住民の意向も尊重しながら、公的機関が話し合いや提案をサポートします。

○話し合いの場に参加できない当事者の声を公的機関職員や民生委員・児童委員、ボランティアが代弁したり、事前に収集した当事者団体の意見を伝えるなどの工夫をします。

(２) 地域福祉保健活動の情報の共有化と提供方法の充実

【これまでの取組と課題】

○地域活動やサービスを実施している団体の情報が、地域住民に十分行き届いていません。

○区域や市域でどんな活動があるのか地域に情報が集まる仕組みがなく、全容を知ることが難しい状況です。

○地区社協や市民活動団体などの認知度は、まだ低い状況です。
【これからの取組】

○地域や区域の多様な活動情報を計画の推進組織や社協などを中心に定期的に集め、住民に還元する仕組みをつくります。

○各区の市民活動支援センター・生涯学習支援センター、区ボランティアセンター、地域ケアプラザ、地域子育て支援拠点、地域活動ホームなど、それぞれが把握している地域や区域の活動情報を相互に提供し、活用しあう仕組みをつくり、身近な場所でも手に入るよう工夫します。

例：自治会町内会やマンションの掲示板、商店街やコンビニに定期的に掲示
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(３) 生活圏域に合わせたサービスの整備

６層の生活圏域で分け、分野別に現在どのようなサービスがあるのか整理したのが次の図です。

(図)

６層の生活圏域　主な対象別地域サービスの整備状況

圏域  総合的な福祉サービス　 

高齢者相談支援・障害者相談支援・子ども相談支援

１層 近隣  
　総合的な福祉サービス   民生委員・児童委

  高齢者相談支援    見守り訪問

高齢者相談支援・障害者相談支援・子ども相談支援   ボランティア

２層 自治会町内会 　

　 総合的な福祉サービス   老人クラブ、交流サロン

子ども相談支援　 子育てサークル・子育てサロン・地域赤ちゃん教室

３層 地区連合町内会 

高齢者相談支援  介護者のつどい 

４層 日常生活圏域(中学校区程度）  

総合的な福祉サービス   地域ケアプラザ  

高齢者相談支援    地域包括支援センター（地域ケアプラザ） 

  障害者相談支援    地域作業所
子ども相談支援    保育所・幼稚園、子育て支援者

５層 区域   

総合的な福祉サービス  区福祉保健センター、 

             区社会福祉協議会・区社協あんしんセンター・区ボランティアセンター

高齢者相談支援    小規模多機能型居宅介護事業所、

  老人福祉センター

障害者相談支援    身体障害者相談員、知的障害者相談員、グループホーム、
 障害者地域活動ホーム、精神障害者生活支援センター、 

障害者就労支援センター、当事者の組織、特別支援学校　

子ども相談支援    地域子育て支援拠点

６層　全市　

総合的な福祉サービス  横浜市ボランティアセンター、横浜生活あんしんセンター　　

障害者相談支援　　こころの健康相談センター、障害者更生相談所、

　障害者支援センター、当事者の組織　　

子ども相談支援    地域療育センター、児童相談所、青少年相談センター、

横浜若者サポートステーション、横浜市総合リハビリテーションセンター、
　教育総合相談センター、特別支援教育総合センター　　　

１層～６層　 高齢者相談支援    サービス事業者

【これまでの取組と課題】

○子ども・障害者・高齢者など、分野別に身近なエリア（2層～3層：自治会町内会～地区連合町内会エリア）の相談や交流の場づくりから、やや広いエリア（4層～5層：日常生活圏域～区域）の専門的相談や講座・教室の開催まで、対象に合わせたサービスを整備してきました。

○地域の日常生活のニーズに合った支援としては、身近なエリアのサービスはまだ十分整備されていません。また、障害や病気などによっては、プライバシーなどの問題から、近くのエリアのサービスを望まない場合も見られます。
【これからの取組】

○各分野別計画に基づき、小規模多機能型居宅介護事業所などの身近なサービスを整備します。

○地域住民による制度外サービスと制度上のサービスの連携を図り、支援が必要な人に総合的なサービスを提供できるようにします。

＜43ページ＞
○当事者団体の会合や民生委員・児童委員、ボランティア等の連絡会議などの場を活用し、それぞれのサービスの足りない部分の洗い出しをし、公民のサービスを相互に補完する仕組みづくりや新たなサービス開発の検討を行います。

(４) 地域福祉保健サービスの充実・開発に向けた行政など公的機関としての取組
【これまでの取組と課題】

○現在、区における専門機関の連携組織としては、

・区徘徊認知症高齢者地域支援連絡会、区高齢者虐待防止連絡会

・区児童虐待防止連絡会

・区障害者地域自立支援協議会（地域生活支援会議）

・区地域包括支援センター連絡会

などがあり、ネットワーク組織として活動してきました。

○区域レベルの公的機関である区、区社協、地域ケアプラザもサービスの充実に向け、それぞれ
の事業を展開しています。
【これからの取組】

○新しいサービスやシステムを検討する場として、専門機関のネットワーク組織において、現状のサービスやシステムの問題点を洗い出し、困っている問題に対応するサービスのあり方や地域活動への支援方法について検討します。

これから求められる新しい地域福祉保健サービスの例

・多くの世代が交流できるサロンづくり

・障害児・者への日中活動支援

・住民参加型サービス

· 青少年の地域受け入れ型支援活動
・在宅療養連携推進

○区、区社協、地域ケアプラザは、連携して地域団体のサービス・活動の立ち上げを支援します。

○地域が新たな活動を始めるにあたってのコーディネートは、地域を担当する地区別支援チームなどが事前に連携や分担を協議して進めます。

○役割を明確に分担することはできませんが、それぞれの機関の支援事業に着目して一般的な役割分担を示すと、次の表のとおりです。
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地域福祉保健サービスの充実・開発に関する

地域ケアプラザ、区・市社協、区・市役所の主な役割分担

地域ケアプラザ、区・市社協、区・市役所が連携
地域（１～４層）

地域ケアプラザ

・ボランティアグループの組織化支援

・地域支えあいネットワークの充実支援

・地域包括ケアシステムの構築

・地域住民の交流の場づくり支援、場の提供

・地区別計画の策定

・推進・民生委員・児童委員やボランティアと連携した個別の見守りネットワークの構築

区・市社協
・ボランティアグループの組織化支援

・地域支えあいネットワークの充実支援

・権利擁護支援ネットワーク構築

・サービス・活動拠点整備支援

・地区別計画の策定・推進

・民生委員・児童委員やボランティアと連携した個別の見守りネットワークの構築              

・地区社協の組織及び活動の充実支援

区・市役所

・自治会町内会などを中心とした災害時要援護者避難支援や地域見守りネットワーク構築支援事業の展開

・地域包括支援センターとの連携

・サービス・活動拠点整備支援

・地区別の懇談会の開催支援

・地区別計画の策定・推進のまとめ役

区域（５層）

区・市社協
・地域の担い手確保・育成

・当事者の組織づくり支援

・地域の既存資源の活用検討

・ボランティアグループ等へのよこはまふれあい助成金の活用支援

区・市役所

・地域の担い手確保・育成

・当事者の組織づくり支援

・地域既存資源の活用の検討

・提案型地域福祉保健事業への助成

・課題に応じた支援ネットワークの構築と運営

・専門機関による生活支援システムの検討

市域（６層）

区・市社協
・地域福祉保健人材の育成

・ボランティアグループの組織化を支援する先進事例の収集と提供

・地区社協の活性化を支援する先進事例の収集と提供　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・権利擁護事業を通した個別支援事例の収集と提供

・当事者支援策の検討

区・市役所

・地域福祉保健人材の育成

・当事者支援策の事業化検討

・地区別計画の仕組みの検討

・地域活動の情報を共有するルールづくりの検討

・先進的な地域福祉サービスの事例収集と提供

＜45ページ＞
(５) 自立（自助・家族支援）を支援するサービスの充実
【これまでの取組と課題】

○第１期市計画や個別の分野別計画において、自分らしい生活の実現や自助の力を向上させる取組が掲げられています。「自立」とは、すべてを独力で生活できるということではなく、自分で判断して決定・行動し、自分らしい生活をするという意味があります。

○子の養育や介護への家族の対応力が低下する中で、生活困難な課題のある家庭への支援を民生委員・児童委員や市民活動団体、専門機関などが実施しています。

○生活困難な課題のある家庭をはじめ様々な課題を持つ人が、周囲の理解やサポートを得ながら、地域で支えられて個人や家族の力を伸ばしていけるような支援が必要です。

【これからの取組】

○民生委員・児童委員、市民活動団体、専門機関などが連携して、個別支援だけでなく、家族全体への支援に取り組みます。

○ホームレスの自立支援に取り組んでいる市民活動団体などと連携して、ホームレスの問題への地域の理解を促進します。

○分野別計画に掲げる自立支援の取組とともに、様々な人の自立・自助の力を伸ばすために、地域ではどのような支援ができるのか検討します。

○専門職が支援し、自分の課題を判断・決定し行動できるような学習の機会をつくります。

○課題に合わせた当事者団体の立ち上げを支援し、当事者同士で課題の整理や解決方法を検討し、自ら解決すべきものは解決できる力を得られるような活動支援を行います。

○専門的な支援以外に、当事者の日常生活に目を配り理解してくれる地域のサポート役を育成します。

(６) サービスの質を向上させる仕組み

【これまでの取組と課題】

· 福祉保健サービスの苦情処理相談体制として、福祉調整委員会、第三者委員を設置しました。また、福祉サービスの第三者評価事業や指定管理者第三者評価の実施により、施設の質の向上や適切な運営を目指しています。
【これからの取組】

○評価機関への支援や地域ケアプラザ等福祉施設の受審を促進し、制度と体制を充実させます。

○評価調査員の研修を行い、評価の質が向上するよう取り組みます。
＜46ページ＞
福祉調整委員会

福祉保健サービスに対する市民からの苦情を受け、中立・公正な第三者機関として、サービス提供者（横浜市(局・区)又は事業者）に対して調査・調整を行い、苦情解決を目指すとともに、福祉保健行政における透明性を確保し、サービスの質の向上を推進する活動を行っている。

第三者委員

苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や状況に配慮した適切な対応を図ることを目的として、相談や苦情解決のために利用者と事業者間の調整を行う。

福祉サービスの第三者評価事業

事業者の提供するサービスの質を、当事者（利用者や事業者）以外の公正・中立な第三者機関が、専門的・客観的な立場から評価を行う。行政の監査とは異なり、最低基準を満たしているかを確認するのではなく、評価結果を広く公表することで、各事業者がよりよいサービスを提供できるように誘導する役割をもっている。

指定管理者第三者評価

指定管理者が業務改善を行い、サービスの質の維持向上を図ることを目的に、より公正で客観的な第三者による点検評価を実施する。
＜４７ページ＞
推進の柱３　幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げる　
１　多くの市民の参加促進
 (１) 市民の地域参加を促進する情報提供などの充実

【これまでの取組と課題】

○地域でいつどんな活動が行われているのか、住民にあまり知られていない状況がありました。

○地区別の懇談会やボランティアに関する情報を入手しやすいよう、環境を整備していく必要があります。

○地域の高齢者や団塊の世代などが、地域活動に力を発揮することが期待されています。

【これからの取組】

○市民が手軽に活動情報にアクセスできるよう、媒体や提供場所・手段を工夫し、地域の情報を幅広く提供します。特に、生活課題に密着した活動や、市民の関心が高い取組などを情報収集し、様々な媒体で広く伝えられるよう工夫します。

○地区別の懇談会や活動のきっかけとなる講座・講演会、地域の活動団体の情報を市民が簡単に得られるよう、周知方法を工夫します。

○地域の活動拠点や相談機関、通所・入所施設、学校と連携し、駅やコンビニなど多くの人が利用する場所を活用し、様々な活動情報を提供します。

例：ホームページや携帯サイトなど新しい媒体の活用

駅・コンビニ・保育園などの掲示板の利用

学校や企業と共同で開催する地域の活動発表会の場での周知

○高齢者が地域活動に力を発揮できるよう、老人クラブや友愛活動推進員、老人福祉センターなどとも連携し、高齢者が参加しやすいプログラムやきっかけづくりを工夫します。

○団塊の世代にターゲットを絞った情報提供や講座企画を市民活動団体や関係機関と連携して取り組みます。また、団塊の世代が行っているユニークな地域活動事例を情報収集し、退職後の地域生活に活かしてもらうよう広めていきます。

(２) 計画の策定や推進に参加しやすい仕組みづくり
【これまでの取組と課題】

○自治会町内会や地区のボランティアグループなど地域の団体に所属していない住民は、地区別の懇談会などへの参加機会があまりありませんでした。

○ 一方、地域住民の参加を働きかけ、様々な住民や当事者が自由に参加できた地域もありました。

＜４８ページ＞

【これからの取組】

○地区別の懇談会は歩いて行ける身近な自治会町内会館で開催することや、介護者、障害者、子育て中の人など様々な人が参加できるように開催日時や場所等に配慮することなど、広く市民が参加できる開催方法を工夫します。

○直接参加だけでなく、アンケートの実施やご意見箱の設置、インターネットの掲示板の利用、電子メールの随時受付等、様々な参加の形態を工夫します。

(３) 様々な形で地域福祉を支えるボランティア活動の拡充に向けた取組
【これまでの取組と課題】

○地域においてボランティアや民生委員・児童委員などによる見守り・声かけなどの個別援助活動、配食サービス、ミニデイサービスなどが行われていますが、これらの担い手は高齢化の進展に伴って不足する傾向にあります。また、同じ人がいろいろな活動を兼ねるなど、担い手が固定化している状況も一部に見られます。

○今後、各地域で見守り対象世帯の増加やサービスのニーズの高まりなどが進むと考えられ、地域における活動の担い手の一層の掘り起こしを図り、地域のボランティア層の拡充を図っていくことが必要です。

○このため、若い世代や企業の退職者等多様な担い手を確保していく必要があります。また、その場で手軽にできる寄付や匿名でできる活動に参加するなど、様々な参加形態を考えていく必要があります。

【これからの取組】

○市・区社協や地域ケアプラザは、地域におけるちょっとした困りごとに対してサービスを提供するボランティアグループの立ち上げを支援します。

○誰もが気軽に短時間でも活動できるような新たな仕組みを検討します。

例：作業所祭りの準備・当日だけボランティアとして参加

犬の散歩中にできる防犯パトロールなどの活動

通勤や通学の駅でいつも乗り合わせる障害者の乗り換えを支援

○商品購入すると寄付ができる仕掛けや、単発のイベントのボランティア参加募集など、自分のペースで無理なく行えるメニューを市民や団体・企業と連携して開発します。

○社協や関係団体は、大学生や小中高校生のボランティア体験の機会を増やすとともに、小中学校など教育分野と連携したボランティア育成を支援します。

例：大学のボランティアセンターと区ボランティアセンターの連携

○ＰＴＡや学校で活動するボランティアと地域で活動するボランティアとの連携を促進します。

○フルタイムで働く人など地域活動への参加が少ない層を対象としたボランティア活動の仕組みを充実します。
＜４９ページ＞
(４) 関心のあるテーマや生涯学習活動から地域福祉保健活動へ広がる仕組みづくり
【これまでの取組と課題】

○現在、各区の市民活動支援センター・生涯学習支援センターでは、子育て、福祉、まちづくりなどをテーマに講座が実施されています。受講者の中には、講座受講後、自分の興味に応じてグループをつくり、活動を継続している人もいます。

○こうした活動をきっかけにして、地域福祉に関心をもち、活動に結びつけていけるような企画や工夫をする必要があります。

【これからの取組】

○趣味や自分らしい生き方に関心がある世代を対象に、地域活動やテーマ型組織の活動、当事者団体の活動など様々な市民活動を提示し、参加のきっかけづくりを進めます。

○「地域チャレンジ大学講座」等の地域デビュー講座や、市民活動初心者向けの講座に多くの市民が参加できるよう、メニューを工夫します。

○現在の様々な講座についても、個人の満足に終わらせず、受講後の具体的な活動につながるよう活動の場を紹介し、活動開始までサポートします。

例：地域大学講座、横浜シニア大学（旧：高齢者福祉大学）、よこはま福祉・保健カレッジ

○各区の市民活動支援センター・生涯学習支援センターと区ボランティアセンターが連携し、ボランティア学習の機会の充実や、地域活動への参加のきっかけとなる講座の企画・運営を目指します。

２　活動者・団体の活性化支援
(１) 活動費助成などの環境整備

【これまでの取組と課題】

○社協のよこはまふれあい助成金や、協働提案型事業への活動資金援助など、様々な活動費支援に取り組んでいます。

○地域によっては、自治会町内会活動から新たな補助を得たり、利用者負担の導入やメンバーからの出資を求めるなどの方策を立てたところもあります。

【これからの取組】

○社協のよこはまふれあい助成金の活用や、個性ある区づくり推進費による事業の助成金がさらに活用しやすくなるよう工夫します。

○民間の基金や企業による活動助成など、民間の支援制度を市民が有効に活用できるよう情報提供します。
＜５０ページ＞
(２) 活動相互の協働促進

【これまでの取組と課題】

○市民活動相互の協働は、地域福祉保健の充実において重要ですが、実際に協働まで進む事例はまだ多くありません。しかしその中で、市民活動同士の協働や、自治会町内会等の地縁型組織とテーマ型組織が協働する取組が少しずつ始まっています。

○地域内の市民活動情報をお互いに知るため、活動マップづくりや活動交流会・発表会などを行い、協働のきっかけをつくる取組も見られました。

【これからの取組】

○地域や市民活動を支援する機関と協力して、地域・区域・市域など様々なエリアで行われている市民活動の情報を提供します。

○自治会町内会などの地縁型組織と子育て支援などのテーマ型組織の協働が進むよう、先進事例や情報の収集・蓄積を行い、協働を働きかけます。

○市民活動同士が連携するきっかけをつくり、協働を進める上での課題や対応策を検討する連絡会議の開催を検討します。

(３) 企業等との協働支援

【これまでの取組と課題】

○大手スーパーや地元農協と協力した健康づくりの取組、地元企業に場所を提供してもらう地域防災の取組、企業の人材による地域活動への協力など、企業との協働が少しずつ広がっています。

○しかし、地域の市民活動と企業との協働はそれほど広がっていない状況です。

【これからの取組】

○先駆的な協働の取組について情報提供し、他の地域や団体でも実践しやすいようなきっかけづくりや調整などの支援を行います。

○地域活動関係者のニーズを把握・分析し、地域と企業、学校、大学、事業者等との協働を働きかけます。

(４) 様々なエリアの市民活動支援

【これまでの取組と課題】

○本市では、地域に根ざしたボランティア活動から市域の当事者団体・テーマ型組織まで、多様な市民活動が行われています。

○地域で活動する団体、区域で活動する団体、市域あるいは全国など広範囲で活動する団体など、活動内容やテーマにより活動のエリアが異なり、活動相互の情報共有や協働まで発展していませんでした。

＜５１ページ＞

○日常生活の福祉保健課題に対応するためには、地域の活動と広域の活動それぞれのメリットを活かした協働・連携により、課題に応じた新しい取組が広がることが必要です。

【これからの取組】

○地域の活動とテーマ型など広域の活動が、情報交換を通じて相互に理解し合う場を設け、今後の課題解決や先駆的な取組を検討します。

○公的機関は、地域の活動と広域の活動が協力・連携できるようにコーディネートします。さらに、地域・区域・市域など様々なレベルの活動が広く市民に知られ、地域活動との接点が増えるよう働きかけます。

(５) ボランティアからコミュニティビジネスまで幅広い市民活動の推進策の検討
【これまでの取組と課題】

○地域内で相互に助けあう有償活動などの仕組みを先進的に進めている地域や、会員制度による相互助けあいの仕組みをつくっている団体があります。

○幅広いニーズに応えるには、持続可能で市民が参加・利用しやすい様々な形態の市民活動を推進していく必要があります。

○地域福祉保健サービス充実の新たな担い手として、地域の福祉保健課題にビジネス的手法を用いて対応する市民活動団体が注目されています。カフェでの居場所・交流拠点づくりや、若年無業者に就業機会を提供するサービスの実施、高齢者、障害者の移動手段を確保するため福祉有償運送を行うなどの取組が行われています。

○今後は、コミュニティビジネスが地域福祉保健を推進する新しい手法として広がることが期待されますが、活動上、様々な課題も抱えています。

【これからの取組】                          

○地域の中の新たな雇用創出の面など、コミュニティビジネスの新しい取組が注目されています。地域福祉保健の充実を図る観点から、コミュニティビジネスの推進部局と地域福祉保健の推進部局が連携し、起業に向けた支援をします。

○福祉有償運送などの福祉活動への支援策について検討し、様々な活動形態の取組が地域に生まれ、それぞれの持ち味や特性を活かしたサービスが提供されるよう支援します。

（図）住民参加による地域福祉活動の例

配食・会食、送迎サービス、ちょっとしたボランティア、ミニデイサービス、見守り・話し相手、交流できる居場所（サロン）づくりなどを、地域ケアプラザ・区社協、区役所を交えて行います。

＜５２ページ＞

３　地域福祉保健人材の育成

(１) 公的機関職員の地域福祉コーディネーターとしての養成

【これまでの取組と課題】

○第１期市計画では、リーディング事業として、特に地域ケアプラザの職員を対象として研修を行ってきました。このことにより、地域ケアプラザでは地域の特性に応じたサロンづくり、ボランティアコーディネート、地域支えあい連絡会などにおけるネットワークづくり、新たな地域福祉サービスの創設などの取組が広がりました。

例：地域ケアプラザのコーディネーターを中心とした講座の開催

区、区社協、地域ケアプラザ職員の連携のための区域研修

地域ケアプラザの事例検討会の開催

○また、第１期市計画策定・推進委員会では平成18年度に「地域福祉コーディネーター分科会」を開催し、地域福祉コーディネートの基本的考え方、コーディネーターの認定資格化の是非、公的機関のコーディネート機能等について検討し、報告書としてまとめました。
地域福祉コーディネーター分科会報告書（19年3月）抜粋

３　市民のコーディネート機能

(2)地域福祉コーディネート機能

コーディネート機能の一般的内容は次のとおりです。

(ア)当事者の立場に立ち、寄り添い、支える。

(イ)支援が必要な人を支援につなげる。

(ウ)地域福祉の担い手を育てる。

(エ)地域の課題を発掘し、活動をつくる。

４　公的機関のコーディネート機能との有機的連携

(1)市民と公的機関のコーディネート機能の有機的連携

市民がコーディネート力を付け、その力を発揮するにあたって、公的機関の職員としてコーディネート機能を果たすコーディネーターが「つながり」を理解し、それを実践していくことが、大きな力となります。公的機関において職責としてコーディネート機能を実践する職員は、地域社会というものの一般的な成り立ちや仕組みを理解するとともに、さらに働き掛けようとしている地域の固有の特徴や仕組み、キーパーソン（特に市民の側でコーディネート機能を果たしている人たち）などをよくつかみ、スムーズに地域に入っていくことが求められます。

(2)公的機関のコーディネート機能への期待

市民側からみて、公的機関のコーディネート機能に期待するもの

１　ニーズを受けとめる機能

２　地域活動を側面的に支援する機能

３　地域活動を継続的に支える機能
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【これからの取組】

○公的機関職員（区、区社協、地域ケアプラザなどの職員）を対象として、地域福祉コーディネーター養成研修を引き続き実施します。また、支援が必要な人にサービスを届けるネットワークや、新たなサービスの充実・開発を実践できる研修プログラムを開発し、実施していきます。

○公的機関職員の地域福祉保健推進に関する研修を強化し、管理職も含め、地域と協働して取組を企画・調整・推進できる人材を育成します。

（図）地域福祉コーディネーターのイメージ

地域のコーディネーターは、その地域に住んでいるからこそ受けられる相談・把握できること、調整できること、活動できることを行う。また、その地域に住んでいなくても、当事者だからこそわかること、できることを行う。

公的機関のコーディネーターは、その地域には住んでいないことが多く、異動がある。しかし、より専門性を発揮した相談援助、活動支援、調整を行う。

地域福祉コーディネーターと公的機関のコーディネーターが協働し、スーパーバイザー的役割の人間がこの二者をサポートします。

これらが体系的に育成され、機能を発揮できるように検討します。
(２) 市民がコーディネート機能を発揮できるような研修の実施

【これまでの取組と課題】

○第1期市計画では、リーディング事業として研修機関が連携・協力する「よこはま福祉・保健カレッジ」を創設し、ウィリング横浜、福祉系大学、専門研修機関、ＮＰＯ法人等、23機関の参画を得て、それぞれの得意分野を活かした講座を実施しました。
よこはま福祉・保健カレッジ

〈概要〉
　豊かな人間性と福祉の専門性を兼ね備えた福祉人材を育成するため、市内大学、研修機関、ＮＰＯ法人と連携・協力しながら、それぞれの団体の得意分野を活かした人材育成に取り組むもので、講座の開催と情報提供を実施している。
〈講座の種類やコースの概略〉
「対人援助能力」、「福祉の知識・技術」、「地域福祉推進能力」、「マネジメント能力」、「社会人としての知識」の５つの研修領域を柱にして講座を開催
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 講座例  
初任介護者技術向上研修（対人援助能力）

社会福祉ゼミナール・障害のある人の生活（福祉の知識・技術）

地区社協研修（地域福祉推進能力）

居宅介護支援事業所管理者研修（マネジメント能力）

ストレスマネジメント（社会人としての知識・技術）

〈参画機関〉

神奈川大学、神奈川県立保健福祉大学、関東学院大学、昭和大学保健医療学部、

鶴見大学、東洋英和女学院大学、明治学院大学、横浜国立大学、横浜市立大学、

湘南医療福祉専門学校、横浜国際福祉専門学校、横浜ＹＭＣＡ、

雇用・能力開発機構神奈川センター、横浜市男女共同参画推進協会、

横浜市消費者協会、横浜市リハビリテーション事業団、

神奈川県介護支援専門員協会、神奈川県介護福祉士会、神奈川県社会福祉士会、

神奈川県臨床心理士会、市民セクターよこはま、横浜移動サービス協議会、

横浜市社会福祉協議会ウィリング横浜

○また、事業実施３年後に、よこはま福祉・保健カレッジ事業の振り返りを行い、福祉人材育成のあり方を検討しました。
よこはま福祉・保健カレッジ検討プロジェクト報告書（20年1月）抜粋

４　カレッジ事業の今後の方向性について

（ア）福祉現場の実態や課題の把握

（イ）市内団体・機関等における研修実施状況の把握

（ウ）研修体系の構築

（エ）福祉人材育成の継続的な検討体制

○さらに、前述の「地域福祉コーディネーター分科会報告書」では、コーディネート機能を担う市民を対象とした研修の実施や、コーディネート機能を担う市民と公的機関との連携について提言しています。

【これからの取組】

○地域には、自治会町内会や地区社協の役員、各種の委嘱委員など、すでにコーディネート機能を発揮している人がいます。これらの方が活動しやすい要件・環境などについて検討します。

例：地域のコーディネーター役となる市民向けの研修

民生委員・児童委員や保健活動推進員等に対する研修

地区社協、市民活動団体が開催する講座への支援

区社協による地域への出前講座

研修費用の助成や講師の紹介・派遣

○様々な地域福祉保健人材が多面的に学ぶ機会として、よこはま福祉・保健カレッジを引き続き実施します。
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（図）よこはま福祉・保健カレッジ

大学、横浜市健康福祉局・横浜市社会福祉協議会、NPO法人、ウィリング横浜（事務局）、専門研究・研修機関、職能団体等が、研修・講座のニーズ把握と企画・開発に参画し、研修・講座（年間約250講座、延べ10,000人参加）を提供します。そして市民と、市内約2,600か所の福祉保健施設・事業所等の職員が、その研修・講座に参加します。

４　幅広い参加につながるバリアフリーの推進　　

【これまでの取組と課題】

○小学生向けの福祉啓発パンフレットを作成し、全市立小学校４年生に配布するとともに、ユニバーサルデザインの視点から広報誌を作成し、啓発に取り組みました。

○学校との連携により開催した「心のバリアフリー出前教室」では、障害者等が講師となって参加し、直接児童へ語りかけるなど、心のバリアを取り除くことを目指した事業を展開しました。

○高齢者疑似体験、車いす体験等の体験型研修を地域や学校、職場で実施し、学ぶ機会を通して福祉のまちづくりを推進しました。

○市民・事業者・行政が協働して、建築物や公共交通機関などのバリアフリー化を進める「福祉のまちづくり重点推進地区事業」を推進しました。

○まちのバリアフリー化の基本計画である「バリアフリー基本構想」の検討を進めました。

○障害などの理解を深め、利用者の意見を反映させた施設整備・交通環境の整備・サービスが必要です。

○地域の中には、いまだに誤解や偏見・差別があること自体知られていない、あるいは意識されていない現状があります。
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○地域福祉の推進には、病気や障害など様々な課題を住民が正しく理解し、基本的な人権尊重の考え方を誰もがもち、様々な人が地域に存在することを自然なこととして受け入れることが重要です。

【これからの取組】

○引き続き、「福祉のまちづくり重点推進地区事業」を推進します。また、「バリアフリー基本構想」の検討を進めます。

○福祉のまちづくり重点推進地区事業を、バリアフリー新法に基づく基本構想策定と同一地区で行うなど、交通整備を含んだハードとソフトの両面の福祉のまちづくりを進めます。

○地域の特性を活かした身近な生活環境の整備を市民自らが主体となって発意し、実施する「ヨコハマ市民まち普請事業」において、バリアフリーに関する整備事業を提案する市民グループを支援します。

例　整備例：さわやか港南　車椅子用リフト設置

○様々な啓発の取組を通じて、市民がお互いを思いやり支えあう「心のバリアフリー」を推進し、病気や障害など様々な課題を抱えながら生活する人への正しい理解を促進するとともに、基本的人権を尊重・擁護します。

○学校や企業だけでなく、福祉施設職員やボランティア、障害のある人などとの連携を深め、ボランティア講座や福祉のまちづくり活動への参加を進めるために、「ふくしきょういくネットワーク委員会」や「先生のための福祉講座」を開催します。

○区計画・地区別計画の策定・推進の中で、表面には出にくい当事者の課題やニーズに目を向け、様々な人が支援を求めやすく、お互いを受け止めあえる地域づくりを進めます。
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第３章　計画の推進にあたって

１　市域レベルの取組　　







○第２期市計画策定・推進委員会において計画の推進状況を把握し、計画推進にあたっての課題や対応策について検討します。

○課題への対応にあたっては、関係局・課と連携して、総合的・横断的に取り組みます。

○福祉保健に関連する様々な団体を横断的につなぐ場を設け、特定のテーマや共通の課題について意見交換し、課題の分析と対応策の検討を行います。

○全国レベルの組織との連携や、市域の活動と地域の活動との連携が進むよう取り組みます。

○関係局・課の事業や様々な団体の活動の機会を捉え、地域福祉保健計画への市民の理解が促進するよう働きかけます。　

２　区計画策定・推進の支援　　

○市の関係局・課や市社協と連携・協力し、各区が地域のニーズに応じた具体的な事業に取り組めるよう、地域福祉保健の推進に資する様々な事業を整備します（Ｐ５９「市の支援策　区計画策定・推進に資する事業」参照）。

○区計画策定・推進指針を作成し、各区がそれぞれの実情に応じて活用できるようにします。

○区計画策定・推進指針をもとに、区が地区別計画策定・推進組織や地区別支援チームを設置できるよう支援します。

○各区の先進的な取組事例を紹介したり、協働が効果的に行われた要因を分析するなど、地域の取組推進に向けた先進事例を蓄積し、区へ還元します。

３　社協の取組　　

社協は、地域の住民や福祉に関する施設・団体・機関・関係者を会員とする民間の福祉団体として、地域で福祉サービスを必要とされる方々への相談援助やサービスの提供を行い､地域福祉の推進を総合的に図っていきます。市・区・地区の計画策定・推進にあたっては、民の視点を活かし、行政と共同で事務局を担います。

(1) 地区社協を推進組織とした取組の強化

○地区社協単位に、きめ細かな生活に密着したニーズを把握し解決できる支えあいの仕組みづくりを推進します。その具体例として、身近なところでの相談やボランティアの需給調整により、地域の活動情報やニーズが集まり、きめ細かな対応ができるよう、地区ボランティアセンターの開設・推進に取り組みます。
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(2) 地区社協をはじめとした地域活動を支援する区社協の役割

○地域支援のノウハウを活かし、地区社協や地域ケアプラザ等を通して地域の活動や課題等の情報を把握・分析し、サービス開発やノウハウの提供へ結びつけます。

○区社協のもつ区民に身近な情報拠点機能を強化するため、地区社協、地域ケアプラザ、区役所等との連携による情報の収集・発信を行います。これを通して、地域での生活支援や地区社協等の実施する地域活動の支援を行います。

(3) 市域の取組

○市社協として情報の収集・提供を行うとともに、区社協に対し、情報の収集・提供の支援を行います（地区社協ごとのホームページ、携帯電話版ホームページ、メーリングリスト等）。

○市内福祉人材（福祉従事者、地域福祉関係者等）の育成・確保のため、関係機関と連携した事業推進に努めます。

○地域支援を行う区社協職員・コーディネーター等のコミュニティワーク力向上に向けた取組を強化します。

○中間支援組織として中・広域の市民活動団体や企業等とネットワークを構築し、地域・区域・市域の重層的な支援体制の確立を図ります。

４　計画の評価　　

(1) 計画の進行管理

○計画の推進状況について、毎年度、計画策定・推進委員会に報告し、ホームページで公表します。

○計画中間年度である平成23年度には中間振り返りを、また、最終年度である平成25年度には計画期間全体を通しての推進状況について評価し、結果を公表します。

(2) 評価の方法

○住民参加がどの程度進み、地域の課題を解決するための仕組みがどの程度充実したかといった質的評価とともに、計画の推進状況を示す複数の指標を定め、計画スタート時からの推移を参考に評価するなど、計画策定・推進委員会で総合的・多角的に評価します。

○各区の推進状況については、毎年度、区から情報提供を受けるとともに、区で活用できるよう資料としてとりまとめ、区へ還元します。
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（表）
＜市の支援策　　区計画策定・推進に資する事業＞

市の支援策（事業・取組など）と目標（例）

柱１　地域づくりを進める


１　地域で取り組む福祉保健活動

○地域の先進的取組を収集し、事例集を平成22年度までに発行

○地域見守りネットワーク構築支援事業の取組地区の増加

○災害時要援護者避難支援事業の取組地区の増加

○災害ボランティアネットワーク事業等と地域の防災組織が連携する仕組みを平成２３年度までにつくる

○地縁型とテーマ型の協働モデル事業の成果を活かした先進事例や情報を平成２１年度までに提供

○地域ケアプラザの整備数の増加

○よこはまふれあい助成金の助成実績の増加

２　地区別計画の策定・推進

○区計画策定・推進指針を平成２１年度までに作成し、区を支援


○区の責任職会議、区社協事務局長会議、地域ケアプラザ所長会議等との情報交換・連絡調整、区と市の連携強化

○行政と社協が連携し、一体的に策定・推進。市と市社協は協議・連携し区を支援


柱２　必要な人に的確に支援が届く仕組みをつくる


１　サービスの適切な利用の促進

○｢福祉保健における個人情報の取扱いと地域との情報共有の指針｣を平成22年度までに策定

○地域包括支援センター職員・地域交流コーディネーターの研修充実（民生委員・児童委員などとの連携、地域のネットワーク）


○地域単位での計画推進と連動した公民のネットワーク形成のために地域支えあいネットワーク推進指針を平成23年度までに改訂

○地区ボランティアセンター立ち上げを支援し、地区ボランティアセンターを設置

○民生委員・児童委員活動の範囲・内容の検証と行政・社協等の支援の仕組みを検討し、民生委員・児童委員研修の充実をはかる

○成年後見制度の普及啓発、利用促進に向けた講演会等の開催


○権利擁護に携わる職員（区・区社協・地域ケアプラザ）の知識技術向上のための研修の充実


○市消費生活総合センター等との連携、悪徳商法防止の取組を実施

○市地域福祉保健計画ホームページを平成21年度までに充実させる

２　福祉ニーズの把握、地域福祉保健サービスの充実、開発

○福祉サービスの第三者評価の普及・促進のために、受審施設の増加をはかる
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柱３　幅広い市民参加により地域福祉保健の取組を広げる


１　多くの市民の参加促進

○第２期地域福祉保健計画の冊子と、市民にわかりやすい概要版・リーフレットを、平成21年度までに発行

２　活動者・団体の活性化支援

○企業の社会貢献の情報収集・提供の実施


○区域・市域で活動する市民活動団体・ＮＰＯの実態把握と連携協働支援（ネットワーク会議の開催）


○よこはまふれあい助成金、区独自の補助事業などの情報提供

３　地域福祉保健人材の育成

○地域福祉コーディネーター研修の継続実施


○よこはま福祉・保健カレッジの継続実施
カレッジの継続実施

４　幅広い参加につながるバリアフリーの推進

○福祉のまちづくりの重点推進地区の増加










































































































